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第１ はじめに 

 

「国民の命と財産を守るためにこのダムの建設が必要だ。」 

これは、ダム事業を推進する国や都道府県がダムの必要性を述べる際

に必ず言ってきたことである。八ツ場ダムについても例外ではない。し

かし、この言葉ほど、何の根拠もなく語られる言葉も珍しい。 

八ッ場ダムは、河川法3条に基づく河川管理施設である。河川管理施設

とは、同法同条によると、「河川の流水によって生ずる公利を増進し、

又は公害を除却し若しくは軽減する効用を有する施設」であるとされる。

上記の「国民の命と財産を守る」ということが、「公利の増進」「公害

の除却」の具体的内容ということのようである。治水の効用を有するこ

とが、八ッ場ダムが適法であるための必須の要件ということである。 

しかしながら、八ッ場ダムは、このような目的のために何の役にも立

たない無用の長物である。それは、何らの具体的な根拠もなしに過大に

水増しされた洪水予測を基礎にして立てられた、砂上の楼閣のような計

画に基づいて必要性が言われているものである。また、その計画自体が、

現在では破綻が確実となっている上に、現在の法制に適合しなくなって

いる。そして、実際に建設しても洪水防止のために役に立たないことが

明確になっている。八ッ場ダムは、「公利の増進」「公害の除却」の効

用を有さない施設であるという他はなく、明らかに河川法に違反する不

適法な施設である。 

このような不適法なダムに膨大な金額の公金を注ぎ込むことの違法性

もまた、明白なことである。 

以下、八ツ場ダム計画が治水の上で如何に役に立たないかを、詳しく

述べる。 
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第２ 利根川治水計画と八ッ場ダム計画 

  

１ 国土交通省の利根川治水計画と八ッ場ダム計画の概要 

 

?  利根川の治水計画の変遷 

ア 利根川の治水計画の特徴 

八ッ場ダムは、利根川上流域の支川の一つである、吾妻川流域に建

設される予定のダムである。八ッ場ダムが治水の面から見ても完全に破

綻を来たしていることについて論ずる前に、まず、利根川の治水計画に

ついて見ておきたい。 

利根川を、日本の他の大河川と比較してみた場合の特徴は、①平野

部に入ってからの距離が長く、勾配も緩い、②吾妻川、烏川、渡良瀬川、

鬼怒川、小貝川等、他の地域の大河川に匹敵するような支川をいくつも

持っている、と言うような点が挙げられる(宮村忠｢水害｣〔甲Ｂ第１号

証〕140頁～)。また、人間との関わりという観点も含めると、③大規模

な河道付替え工事が行われた(利根川東遷)、④かつて江戸への舟運とい

う交通の大動脈であった、という点も挙げることができる。 

そして、明治維新以降の利根川の治水計画の経緯を見たとき、特徴的

なのは、次のような点である(甲Ｂ第１号証・132頁～)。 

第一に、淀川、木曽川、信濃川などの他の大河川は、高水工事と呼ば

れる改修工事(大洪水対策を目的として行われる工事。これに対して、

舟運や中小洪水対策を目的として行われる工事を低水工事という)が開

始される当初から明確な改修計画があったが、利根川ではそれがなかっ

た。 

第二に、高水工事に移る時期が明確でない上、改修計画そのものにも
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確乎とした治水方針がなかった。 

第三に、計画高水流量が、他に類例をみない増大の連続となっている。 

即ち、明治3

3年の利根川の

計 画 高 水 流 量

(3750? /秒、栗

橋)は、同時期

の 他の 大 河 川

の そ れ よ り も

低 い数 値 と な

っている。この

数 字だ け 見 れ

ば、何故利根川

が 坂東太郎と

言 わ れ て き た

のか、不思議で

ある。また、当

時 の最 大 洪 水

予想量（計画高

水流量）と現在

のそれ(2万200

0 ? 、八斗島 )

と を較 べ て み

たとき、利根川

だけが、6倍近

 

（宮村忠「水害」より）
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く(5.87倍)の数値に増大しているのである（８頁の表｢明治年間着工の

河川別計画高水流量とその変化｣参照）。 

 総じて言えば、明治期

以降の利根川の治水は、

明確且 つ合理的な 計 画

の下になされてきたの

ではなく、極めて場当た

り的・恣意的に行われて

きたものと言うことが

できる。 

 

イ  利根川 の治水計画

の変 遷 

明治期以降の利根川の

治水計画の変遷を 辿 る

と、次のようなものであ

った。 

① 明治33年以前 

中条堤を中心 に し た

治水が行われた。利根川

は、当時、埼玉県行田市

酒巻と群馬県邑楽郡千代田町瀬戸井との間で、河道がその地点の上流部

よりも極端に狭くなっていた。この狭窄部の上流側は、群馬県側は連続

した堤防となっていたが、埼玉県側は酒巻から伸びる堤防が川沿いでは

なく、南の方向に伸びていた。この埼玉県側の堤防を｢中条堤｣という。
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この中 条 堤の上流部 が

大きな 遊水池となって

おり、下流部の水害を防

ぐ役割 を 果たしていた

(９頁の図｢上利根(関宿

付近よりも上流)右岸の

水防体系｣、本頁の図｢中

条堤と文禄堤｣及 び｢中

条堤に よ る治水機構概

念図｣参照)。中条堤は、

中世のころから、江戸時

代、明治後期に至るまで、

利根川治水の要 となっ

ていたのである(甲Ｂ第

１号証・137頁～)。 

② 明治33年 

旧河川法(明治29年制

定)に基づく利根川改修

計画が作られた。この河

川法の成立によって、高

水工事 に 国費が 使え る

ようになった。そして、

河川改修は、それまでの

低水工事中心から高水工事中心へと移っていくこととなった。しかし、

この時の利根川改修計画では、未だに中条堤を前提としていた。また、
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計画高水流量は、栗橋で毎秒3750? とされた(甲Ｂ第１号証・133頁、1

40頁、154頁～)。 

③ 明治43年 

同年に関東地方で発生した大洪水を踏まえて、利根川改修計画改訂が

策定された。栗橋地点での計画高水流量は、毎秒5570? と、大幅に増や

された。この計画において、中世以来維持されてきた中条堤は放棄され

た(甲Ｂ第１号証・140頁、157頁～)。 

④ 昭和13年 

昭和10年9月、昭和13年6・7月、8・9月の各洪水を踏まえて、利根川

増補計画が策定された。八斗島地点での計画高水流量は、毎秒10000 ?

とされた。八斗島は、それまでの計画高水流量を決める基準地点であっ

た栗橋よりも上流の群馬県側の地点である。八斗島と栗橋との中間にお

いて、渡良瀬遊水池への逆流によって800? カットする計画となった。

この計画では、放水路・遊水池を中心にすえて、治水計画を作っている。

この計画では、鬼怒川上流に五十里ダム、川俣ダムが計画された。ダム

による洪水調節思想が初めて導入された計画であった。この思想は、大

正末期に欧米諸国を視察して帰国した物部長穂が提唱したものであっ

た。しかし、この計画は、アジア太平洋戦争への突入のため、頓挫する

こととなった(甲Ｂ第１号証・163、164頁)。 
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⑤ 昭和16年 

昭和1 6年 7月 の 大

洪水を踏まえ、改訂

増補計画が策定され

た。この計画では、

八斗島地点における

計画高水流量は、毎

秒10000 ? のままで

あった。なお、この

計画では、渡良瀬遊

水池の洪水調節容量

が増やされた(甲 Ｂ

第１号証・163、164

頁)。 

⑥ 昭和24年2月 

昭和2 2年 9月 カ ス

リーン台風を踏まえ、

利根川改修改訂計画

が策定された。この

計画において初めて、利根川本川上流域にダム建設が計画された。ダム

による洪水調節思想が本格的に取り入れられることとなった。八斗島地

点における基本高水ピーク流量(上流のダム等によってカットされなか

った場合に想定される最大洪水流量を示す)は、毎秒17000? に急増され

た。この計画において、八斗島より上流の本支川のダム群で毎秒3000

? をカットするものとされた(甲Ｂ第１号証・165、166頁)。吾妻川にも
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ダム建設が計画された(郷原ダム（大熊孝｢利根川治水の変遷と水害｣27

6頁〔甲Ｂ第２号証〕)。 

なお、明治33年の利根川改修計画から、昭和24年の利根川改修改訂計

画に至るまでの利根川水系の計画高水流量については、12頁の図（｢利

根川計画高水流量の変遷｣）を参照されたい。 

⑦ 昭和27年 

この年から、郷原ダムに代わる吾妻川のダム計画として八ッ場ダム計

画が持ち上がった(甲Ｂ第２号証・296頁)。 

⑧ 昭和40年4月 

昭和24年の利根川改修改訂計画をふまえ、利根川水系工事実施基本計

画が策定された(利根川水系工事実施基本計画〔甲Ｂ第３号証〕)。 

⑨ 昭和42年 

八ツ場ダムの建設実施計画調査が着手された。 

⑩ 昭和55年12月19日 

河川審議会総会において、利根川水系工事実施基本計画の改訂が行わ

れた。昭和13年の利根川増補計画以来、計画に残り続けている利根川放

水路計画がなお維持された。この改訂において、八斗島の基本高水ピー

ク流量が毎秒22000? に大幅に増やされた。また、上流ダム群でのカッ

トが、毎秒6000? に増やされた(甲Ｂ第２号証・394頁～、利根川水系工

事実施基本計画〔甲Ｂ第４号証〕)。 

⑪ 昭和61年7月 

八ッ場ダムの建設に関する基本計画が策定された。 

⑫ 平成4年4月7日 

利根川水系工事実施基本計画の第5回改訂が行われたが、この改訂に

おいて、八ッ場ダムの建設が基本計画の中に位置づけられた(利根川水
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系工事実施基本計画〔甲Ｂ第５号証〕)。 

⑬ 平成7年3月30日 

現行の利根川水系工事実施基本計画（第８回改訂）が策定された。 

⑭ 平成13年9月 

八ッ場ダムの建設に関する基本計画の第1回変更がなされた。事業の

進捗が遅れているので、工期が｢昭和75年度までの予定｣とされていたの

を、｢平成22年度まで｣と変更された。 

⑮ 平成16年9月 

八ッ場ダム建設の建設に関する基本計画の第2回変更がなされた。こ

の変更では、｢建設に要する費用及びその負担に関する事項」が｢約211

0億円｣から｢約4600億円｣に大幅に値上げされた。また、｢建設目的｣に新

たに｢流水の正常な機能の維持｣が加えられた。 

⑯ 平成18年2月14日 

 平成９年改正の河川法に基づいて、利根川水系河川整備基本方針が策定

された。〔甲Ｂ第６号証〕 

 

以上の計画の変遷を見ると、利根川水系の治水計画の中で、上流部に

ダムを建設する計画は、比較的新しく登場してきたものであり、かつて

は、そのようなものに頼らない治水計画が策定されていたこと、計画高

水流量が大洪水のたびに倍増を繰り返してきたこと、但し、最後の昭和

55年における基本高水流量の増加には、事実の裏付けを全く欠いており、

単に机上でなされただけのものであることが分かる。 

また、平成18年2月14日に策定された利根川水系河川整備基本方針は、

社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会の審議を

経たことになっているが、実態は、短期間の形式的な審査で、過去の実現
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不可能な工事実施基本計画を追認したものに過ぎない。 

 

 
?  昭和55年に改訂された利根川水系工事実施基本計画の概要 
 

八ッ場ダム計画は、昭和55年に改訂された利根川水系工事実施基本計

画に基づいている。 

事業者の計画を整理すると、この昭和55年改訂利根川水系工事実施基

本計画の概要は、以下のとおりである(甲Ｂ第２号証・394頁～、甲Ｂ第

４号証)。 

ア 八ッ場ダムの建設計画は、基本的には、昭和40年4月に定められた、

利根川水系工事実施基本計画に基づいている。 

これは、改正前の河川法第9条第1項及び第2項に基づいて定められ

たものである。 

イ 上記基本計画の要点は、次のようなものである。 

① 基本高水ピーク流量を、八斗島地点において毎秒17,000 ? とする。 

② このうち、上流ダム群により毎秒3,000? を調節し、河道への配分

流量を毎秒14,000? とする。 

ウ 昭和55年の上記基本計画の改訂により、基本高水ピーク流量は毎秒

22,000? 、上流ダム群による調節量は毎秒6,000 ? 、河道への配分流

量を16,000? に変更された。さらに、平成18年2月の基本方針により、

上流ダム群による調節量は毎秒5,500? に下方修正され、河道への配

分流量は毎秒16,500 ? となった。 

エ 上記のような基本高水流量の根拠は、昭和24年策定の利根川改修改

訂計画によって定められた基本高水ピーク流量・毎秒17000? につい

て、「その後の利根川流域の経済的、社会的発展にかんがみ、近年の
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出水状況から流域の出水特性を検討して」定められたものである、と

されている(｢利根川水系工事実施基本計画｣〔甲Ｂ第４号証〕3p)。 

オ カスリーン台風の時の八斗島地点でのピーク流量とされている毎

秒16,850? という流量は、同地点より上流の利根川本川と二つの支流

の合流量から推定した洪水流量であるが、これは、同地点より上流の

群馬県内で氾濫したことによって洪水流量が低減された状態を前提

としている。 

カ 昭和55年に策定された八斗島地点における基本高水ピーク流量・毎

秒22000? について、国土交通省は、「1／200確率規模の洪水流量・

毎秒21200 ? とカスリーン台風時の実績降雨から算出した流量毎秒22

000? の双方を考慮して、河川審議会の意見を聴いて定められたもの

であり、根拠のない架空の洪水流量ではない」としている。 

キ 八ッ場ダムの洪水調節効果については、過去の３１の洪水時の降

雨パターンを基に、超過確率1／200の降雨量の洪水調節効果を試算

すると、平均で毎秒約600? である、とされている（なお、この点

は、八斗島地点での調節量であり、八ッ場ダム地点における調節量

とは異なることに注意を要する）。 

 

国は、昭和55年に国が八斗島地点の基本高水流量を、突然22000 ?

と定めた。しかし、その科学的な根拠は乏しく、200年に１回の洪水

流量としてきわめて過大な値である。 

 

?  利根川治水計画における八ッ場ダム計画の位置づけ 

 

事業者の言っていることに従った場合、利根川治水計画の中におけ
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る八ッ場ダムの位置づけは、次のようにまとめることができる。 

ア 昭和24年策定の利根川改修改訂計画に基づいて、昭和27年ころ

から建設計画が持ち上がった。 

イ 利根川水系工事実施基本計画の平成４年の第５回改訂時に、基

本計画上に位置づけられた。 

ウ 八ッ場ダム建設地点における最大流量毎秒3,900? のうち、同ダ

ムによって、毎秒2,400 ? の調節を行う。 

エ そのため、八ッ場ダムでは、洪水調節容量6,500万? （毎秒2,40

0? とすると、約7.５時間分となる）を確保する。 

オ 八ッ場ダムの洪水調節容量は、利根川の既設６ダムの中で最大

であり、利根川上流の既設６ダムの洪水調節容量に対して約57％

になる。 

カ 吾妻川水系は、八斗島地点の上流の利根川水系の流域面積全体

の1／4を占める。吾妻川流域の洪水調節ができるのは、八ッ場ダ

ムだけである。 

 

利根川の治水計画も、その中に位置づけられている八ッ場ダム計

画も、説得力のある根拠に欠けている上、現在では完全に破綻し、

あるいは時代遅れとなっている。以下、具体的に詳しく述べる。 

 

 

２ 利根川治水計画の問題点 

 

利根川治水計画及び八ッ場ダム計画の問題点は、以下に詳しく述べ

るが、あらかじめ、その要点を述べると、次のとおりである。 

第一に、平成９年に改正された河川法により、河川整備基本方針
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と河川整備計画の策定が義務付けられ、すでに８年が経過したが、こ

のうち、治水上のダム計画の上位計画となる河川整備計画に関しては

利根川水系ではいまだに作成の日程さえも明らかにされていない。八

ッ場ダム事業は法律に基づく上位計画がなく、法律を逸脱した状態で

進められている。 

第二に、昭和55年の利根川水系工事実施基本計画により、基本高

水流量が大幅に増加し、八斗島地点においては毎秒22,000 ? にもな

ったが、その科学的な根拠が乏しく、きわめて過大な値になってい

ることである。200年に１回の洪水とされるカスリーン台風が再来す

ると、最大で毎秒22,000 ? の洪水が流れるというのであるが、それ

は流出モデルによる机上の計算結果にすぎない。実際にカスリーン

台風規模が再来しても、最大洪水流量ははるかに小さく、毎秒16,00

0? にもならないと考えられる。そのように現実と遊離した架空の洪

水流量に基づく治水計画によって八ッ場ダムが必要だとされている

のである。 

第三に、利根川治水計画はそのようにきわめて過大な洪水流量が

設定されているため、達成することが事実上不可能になっており、

計画そのものが破綻している。この治水計画によれば、既設６ダム

と八ッ場ダムの他に新たに十数基以上のダムを利根川上流に建設し

なければならない。しかし、現実には利根川上流ではダム計画が次々

と中止されている。このことは、新たなダム建設の必要性を否定す

るとともに、新たな 治水ダムの建設など事実上できなくなっている

ことを示すものであり、利根川治水計画は絵に描いた餅に過ぎなく

なっている。 

第四に、八ッ場ダムは、ダムの治水効果が最も期待されるはずの
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大洪水に対して役に立たない無用の長物である。利根川治水計画の

基本となっているのは、昭和22年のカスリーン台風であり、その再

来に備えるために計画が策定された。ところが、カスリーン台風が

再来した場合について国土交通省が計算した結果では、洪水基準点

の八斗島における八ッ場ダムの洪水調節効果はゼロとなっている。

そして、カスリーン台風だけでなく、他の過去の大洪水においても、

八ッ場ダムは治水効果が非常に小さいことが多く、役に立たないダ

ムなのである。 
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第３ 破綻した利根川治水計画 

 

利根川の治水計画では、現実に実施不可能なことがいくつも予定され

ており、現実性が全く失われている 。本節では八ッ場ダムが治水面で必

要だとする利根川の治水計画が現実性を失ったものであることを詳述す

る。 

 

１ 利根川水系工事実施基本計画の内容 

 利根川水系工事実施基本計画は昭和40年に策定され、同55年に全面的

な改定が行われた。その後、ダム名の追加など、細かな改定が６回行わ

れ、平成18年２月には利根川水系河川整備基本方針 が策定されたが、基

本的な骨組みは昭和55年の全面改定以降、変わっていない。（昭和40年、

55年、平成４年のそれぞれの利根川水系工事実施基本計画および平成18

年の利根川水系河川整備基本方針〔甲Ｂ第３～６号証〕） 

昭和55年の利根川水系工事実施基本計画および平成18年の利根川水系

河川整備基本方針は、200年に１回の降雨による洪水を想定して洪水流量

の配分を図３－１（１）、（２）のとおり定めた。この計画による河川

整備の主な内容は次のとおりである。 

?  上流ダム等の建設 

ア 利根川上流（洪水基準点「八斗島」の上流）：基本高水流量22,

000? /秒のうち、6,000 ? /秒（基本方針では5,500? /秒）を調節す

る上流ダム等の建設 

イ 渡良瀬川（洪水基準点「高津戸」の上流）：基本高水流量4,600

? /秒のうち、1,100? /秒を調節する上流ダム等の建設 

ウ 鬼怒川（洪水基準点「石井」の上流）：基本高水流量8,800 ? /
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秒のうち、2,600 ? /秒を調節する上流ダム等の建設 

?  遊水地の洪水調節池化 

渡良瀬遊水地、田中遊水地、菅生遊水地、稲戸井遊水地の洪水調

節池化を行う。 

?  利根川および支川の河道の整備 

図３－1（１）、（２）に示す計画高水流量の流下が可能となるよ

うに、利根川および支川の河道の整備を行う。 

 
図３－１（１) 利根川水系工事実施基本計画 
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?  利根川放水路の建設 

利根川の下流部から東京湾に利根川の洪水を分派させる利根川放水路

を建設する。 

図３－１（２） 利根川水系河川整備基本方針  
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このうち、? のアと? を取り上げてその内容と現在の状況をみるこ

とにする。なお、? はすでに存在している遊水地の洪水調節池化であ

るので、渡良瀬遊水地ではほぼ完了し、その他の遊水地でも順次進め

られている。? の状況については本節の終わりで触れることにする。 

 

 

２ 利根川上流ダム群の建設 

 

?  不可能に近い新規ダム群の建設 

 

ア 利根川・八斗島地点の基本高水流量22,000 ? /秒のうち、昭和55

年工事実施基本計画では6,000? /秒を調節する上流ダム群を利根川

の上流部に建設することになっていた。建設省関東地方建設局「利根

川百年史」（甲Ｂ第８号証）1173頁によれば、6,000? /秒の調節に必

要なダム等の洪水調節容量は5億9,000万? である。2006年河川整備基

本方針では、調節必要量が5,500? /秒となったので、比例計算で上流

ダム群の洪水調節容量の必要量を求めると、約5億4,000万? となる。 

イ 八斗島地点の上流部で完成済みのダムの洪水調節容量は次のと

おりである。（建設省河川局監修「日本の多目的ダム付表編」〔甲Ｂ

第８号証〕） 

矢木沢ダム   2,210万?  

奈良俣ダム   1,300万?  

藤原ダム    2,120万?  

相俣ダム     940万?  
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薗原ダム    1,414万?  

下久保ダム   3,500万?  

計       11,484万?  

ウ この合計値は上記の洪水調節容量の全必要量54,000万? の21％

を占めるに過ぎず、残りの79％は上流ダム群の建設で確保しなければ

ならない。 

八ッ場ダムができて、その治水容量6,500万? が加わると、全必要

量の33％になるが、それでも残りの67％のためのダム群の建設が必要

となる。 

エ 洪水流量の抑制という現実の治水効果の面でみると、既設ダムや

八ッ場ダムの役割はより小さなものとなる。国土交通省は過去の３日

雨量100ｍｍ以上の31洪水について、八斗島地点における既設ダムと

八ッ場ダムの治水効果を計算している。その計算結果によれば、既設

６ダムの合計で1,000 ? /秒、八ッ場ダムが600 ? /秒である。なお、こ

れは、前記３１洪水の各降雨量を、200年に1回の降雨量（３日で３１

９ｍｍ）にそれぞれ引き伸ばして洪水流量の計算を行った結果の平均

である。（国会議員への国土交通省の回答2004年３月〔甲Ｂ第９号証〕） 

エ このように、既設ダムで調節できるのは1,000? /秒であって、上

流ダム等による全調節必要量5,500? /秒の18％だけである。八ッ場ダ

ムを加えても1,600? /秒であって、29％である。図３－２のとおり、

残り71％の3,900 ? /秒は今後建設する上流ダム群で調節することに

なっている。 

なお、八ッ場ダムは既設のダムと比較すると洪水調節容量が大きく、

調節量も大きいけれども、実際には第６で詳述するように吾妻川上流

部における降雨の特性があるので、利根川に対する治水機能はわずか
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なものである。  

オ 以上のように、利根川上流部の洪水調節の７割以上は今後建設す

る上流ダム群に対応することになっている。上流ダム群には遊水地も

含まれているが、上流部の遊水地の効果は限られたものであるので、

そのほとんどはダムに依存することになる。そのダムの必要基数を既

設6ダム+八ッ場ダムの７ダムから比例計算すると、次のようになる。 

〈利根川上流で今後必要なダムの基数〉 

・洪水調節容量でみた場合   

7ダム×（54,000万? －11,484万? －6,500万? ） 

÷（11,484万? ＋6,500万? ） ＝ 14ダム 

・八斗島地点での調節効果でみた場合 

7ダム×（5,500? /秒－1,000? /秒-600? /秒） 

÷（1,000 ? /秒＋600? /秒） ＝ 17ダム 

カ 以上のように、利根川の治水計画において今後建設することが必要

図３－２ 利根川の八斗島地点の治水計画（河川整備基本方針）  
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なダムの数は14～17基にもなる。そのように数多くのダム建設を行うこ

とはほとんど不可能なことである。むしろ、次に述べるように利根川上

流部でダム計画が次々と中止されてきている現状を踏まえれば、新たに

治水目的のダムを計画して建設することはたとえ １基でもきわめて困

難である。 

 

?  中止が続く利根川上流部のダム計画 

 

ア 日本では平成８年度からダム計画が次々と中止されてきている。貯

水容量100万? 未満のダムも含めると、平成16年度までに中止されたダ

ムは国土交通省関連の直轄ダム、水資源機構ダム、補助ダムを合わせて

97基にもなる。利根川水系でも９ダムが中止になってきた。そのうち、

次の４基は八斗島地点の上流部に位置していた。 

  〈中止になったダム計画〉 

（有効貯水容量は水資源開発公団の「２００３事業のあらまし」と川

古ダム、平川ダム、栗原川ダムのパンフレットによる〔甲Ｂ第10

～13号証〕） 

        有効貯水容量  中止決定年 

川古ダム    4,500万?     2000年度 

平川ダム    4,400万?     2000年度 

栗原川ダム    4,550万?     2002年度 

戸倉ダム    6,400万?     2003年度 

      計       19,850万?   

イ これらはいずれも治水と利水の目的をもつ多目的ダムである。中止

の主な理由は水需要の増加がストップしたため、利水予定者がダム計画
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から撤退したことにある。治水目的が残っているにもかかわらず、いと

も簡単にダム計画そのものが中止になったことは、ダムの治水目的がさ

ほど重要ではないことを如実に物語っている。この４ダムの有効貯水容

量の合計は19,850万? になる。その半分を治水容量だとすれば、約１億

? を洪水調節に使うことができる。それは利根川上流における洪水調節

容量の全必要量約54,000万? の20％にあたる。ダムによる洪水調節がど

うしても必要なものならば、利水上の必要性がなくなっても、治水目的

だけのダムに変更してこれら４ダムの計画を推進したはずである。全貯

水容量約２億? を「治水」に振り向ければ約37％となる。ところが、利

水目的がなくなると、簡単にダム計画そのものを中止してしまっている。

この事実が示すように、ダムの治水目的はきわめて軽い存在なのである。 

ウ このように利根川水系ではすでに立案されたダム計画でさえ、利水

目的がなくなれば、治水目的が存在しているにもかかわらず、中止され

てきているのであるから、新たに治水目的を持つダム計画を策定して建

設することは１基でもほとんど無理だと考えざるをえない。 

エ 以上のように、利根川の治水計画で必要とされている上流ダム群の

うち、約７割はこれから計画して建設することになっているが、それは

ほとんど不可能なことである。利根川の治水計画は実現不可能な数多く

のダム建設を含むものになっている。 

 

（3） 基本方針の非現実性を覆い隠す国土交通省の虚言 

ア 国土交通省もこのことを認識しているからであろうが、利根川水

系河川整備基本方針を審議する委員会（国土交通省の社会資本整備審

議会河川分科会の河川整備基本方針検討小委員会）の平成17年12月6

日の会議で、事務局である布村明彦河川計画課長は、「利根川上流で

は八ッ場ダムが最後のダムだ。」と説明した。しかし、上述のとおり、
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基本方針は利根川上流部に十数基以上の新規ダムをつくらないと、成

り立たない。この事務局の説明は、基本方針の非現実性を露呈するも

のとなった。その矛盾を指摘した意見書が住民側から提出されると、

今度は、同課長は次の12月19日の会議で、「下久保ダムの治水機能増

強や烏川の河道内調節池の設置によって対応し、それでも足りない分

は新規のダム建設で」という説明に変えた。このようにくるくる変わ

る説明は、そのこと自体、この新基本方針が、基本高水毎秒２２，０

００? 対応の実現可能な施策を呈示できなかったことを示している。

さらに、このことについて少し詳しく述べておく。 

イ 下久保ダムは利根川支流・烏川の支流である神流川に位置してい

る。現在の下久保ダムはダム地点において最大洪水流入量2,000? ／秒

のうち、その3／4の1,500? ／秒をカットすることになっているから、

ダムの嵩上げや貯水容量の用途振替で下久保ダムの洪水調節容量をい

くら増やしても、最大であと500? ／秒しかカットすることができない。

それによる八斗島地点への洪水抑制効果はせいぜい100～200? ／秒程

度である。 

ウ また、烏川の河道内調節池（遊水地）の効果も小さなものである。

たとえば利根川支流の小貝川に最近設置された母子島遊水地（面積1.6

平方ｋｍ、洪水調節容量500万? ）の洪水調節効果はすぐ下流の黒子地

点で100? ／秒であるから、仮に同規模の遊水地を烏川の河道内に設置

しても八斗島地点に対する効果は数十? ／秒程度である。しかも、烏

川の河道内にはそのように広い遊水地を確保する適地がほとんど見当

たらない。そのように、下久保ダムの治水機能増強や烏川の河道内調

節池設置の効果は小さなものなのである。 

エ そのことを具体的に示すのは、烏川が利根川に合流する洪水流量

（計画高水流量）が従前の計画と同様、8,800 ? ／秒になっていること
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である。もし下久保ダムの治水機能増強や烏川の河道内調節池が利根

川本流や、烏川以外の支流にある数多くのダム計画の大半を不要とす

るほどの大きな効果があるならば、この計画高水流量が従前の値より

も小さくなるはずである。そうであるのに、同じ計画高水流量になっ

ているということは、それらがさほどの治水機能を持たないことを示

しているのである。 

オ このように、新しい基本計画が上流域に多数のダムを建設する案

であろうとなかろうと、これまでの工事実施基本計画の非現実性と破

綻を覆い隠すことはできないのである。 

 

３ 利根川放水路 

（1）旧計画の非現実性 

ア 利根川放水路の計画がはじめて登場したのは、昭和14年実施の利

根川増補計画である。当時の計画では放水路への分派量は2,300? /秒

であった。放水路の計画は戦後に引き継がれ、昭和24年の利根川改修

改訂計画では放水路への分派量が3,000? /秒となった。当時の計画に

よれば、放水路のルートは、図３－３のとおりで、現在の我孫子市か

ら手賀沼の東端、印旛沼の西端を経て南下し、千葉市畑町から花見川

沿いに東京湾に至るものとなっていた。川幅は225～340ｍ、延長32ｋ

ｍで、掘削土量は約6,600万? であった（建設省関東地方建設局「利

根川百年史」〔甲Ｂ第７号証〕942頁）。 

イ この計画が昭和24年に建設省から発表されたとき、当時の新聞に

は「水害根絶の空前の計画」「工費1,700億円、労力も資材も国力以

上」等の見出しで、「この計画は総額1,728億円の巨額を要し、労力、

資材、資金など現在の国力を一応離れたもので、工事完成にはおよそ
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20年かかると当局は見ている。」と書かれた。（同上945頁） 

ウ そのように、利根川放水路は超巨額の工事費等からみて当時から

その実現は無理だと見られていたにもかかわらず、その後の利根川治

水計画にそのまま引き継がれ、昭和55年の利根川水系工事実施基本計

画の全面改定において前出の図３－１（１）のとおり、重要な治水施

設として位置付けられた。放水路の予定ルートは、1949年当時はまだ

農地等がほとんどを占め、土地買収の可能性が多少はあったかもしれ

ないが、その後、市街化が急速に進展し、現在は予定のルートの大半

は住宅が密集している。幅225～340ｍ、延長32ｋｍの放水路の総面積

は約9平方ｋｍにもなり、広大な土地の買収が必要である。住宅が密

集しているところで、そのように広大な土地を買収することは不可能

といってよく、利根川放水路は全く実現性のない机上の計画となって

いった。 
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(2) やはり実現性がない新しい利根川放水路計画 

ア 上述のとおり、利根川放水路の旧計画が実現することが不可能な

ものであり、利根川放水路は利根川水系工事実施基本計画の非現実性

を示す代表例になっていた。 

 

図３－３ 利根川放水路の

旧計画 
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イ そこで、平成 18 年 2 月策定の基本方針では、放水路に流す洪水

流量を従来の 3,000 ? /秒から 1,000 ? /秒に減らし、経路については

上図のとおり、印旛沼を経由してその排水路である印旛沼放水路（八

千代市側を新川、千葉市側を花見川という）から東京湾に流す計画に

変更した。既存の水路を使い、しかも、印旛沼で洪水を調節して東京

湾に流すようにするから、必要な水路幅が小さくなり、実現が可能だ

という話になっている。 

ウ しかし、新計画も旧計画と同様、実際には実現性がほとんどない

ものである。印旛沼の周辺地域は洪水の氾濫に長年悩まされてきたと

 

図３－４ 新しい利根川放水路計画 

（国土交通省社会資本整備審議会河川分科会第 24

回河川整備基本方針検討小委員会の資料より）  



 32

ころである。昭和 44 年に印旛沼の開発工事が完了し、洪水時は印旛

沼の洪水を印旛排水機場で利根川へ、大和田排水機場で東京湾の方へ

と、両方向に流すように改善されたところであって（図３－５ 印旛

沼の現状 参照）、利根川の洪水を受け入れる余裕などあるはずがな

い。自流域の洪水の処理だけで手一杯であるのに、利根川の洪水を受

けて調節することなど、できるはずがない。一つの方法は印旛沼の治

水容量を大幅に増やすことだが、そのためには、沼の自然を根底から

破壊するような大規模掘削が必要となり、そのような自然破壊工事が

今の世の中で許されるはずがない。 

エ さらに、利根川と北印旛沼を結ぶ長門川は 4.3ｋｍ、北印旛沼と

西印旛沼を結ぶ印旛捷水路は 4.3ｋｍ、新川・花見川は 16.6ｋｍもあ

り、拡幅を要する水路が延べで約 25ｋｍもある。現在の流下能力は長

門川が 92 ? ／秒、その他の水路が 120 ? ／秒であるから、1,000ｍ3

／秒の洪水を流すためには水路を大幅に拡幅しなければならない。新

川・花見川は調節後の洪水を流すことになっているが、上述のように

実際には印旛沼による調節は困難であるから、やはり 1,000 ? ／秒程

度の洪水を流下させることが必要となり、大幅な拡幅をしなければな

らない。これらの水路の周辺も市街化が進展して人家が密集している

ところが多いから、水路の大幅拡幅は何千戸という住宅等の移転を伴

うものとなり、到底実現できるものではない。 

オ 印旛沼の周辺をよくみれば、沼による洪水調節も水路の大幅拡幅

も不可能に近いことが一目瞭然である。にもかかわらず、あたかも実

現可能な計画のように装って新しい利根川放水路計画を基本方針に

盛り込んだ。これは、従前の利根川放水路計画の実現性に対する批判

が強かったので、その批判をとりあえずかわすためにつくられた案で

あって、国土交通省自身がそれを本気で実現しようと考えているとは
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とても思われないものなのである。 

 

 

４ 利根川本川の河道整備の状況 

 

ア 以上述べたとおり、利根川の治水計画は、ほとんど実現性のない

数多くの上流ダム群の新規建設と実現不可能な利根川放水路の建設を

前提としている。八ッ場ダムの建設が治水上、必要だとしている利根

川の治水計画はそのように現実性を失ったものなのである。 

では、利根川ではそのような治水施設の整備の遅れによって、洪水

氾濫の危険にさられているかというと、決してそうではない。昭和22

年のカスリーン台風のあと、利根川とその支川では河道の整備、すな

わち、築堤、堤防の嵩上げと強化、河床の浚渫などに大変なエネルギ

 

図３－５ 印旛沼の現状（千葉県「水のはなし」より） 
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ーが注ぎ込まれてきた。その結果、現在は一部のところを除けば、氾

濫の危険にさらされることはなくなっている。 

イ たとえば八斗島～栗橋の利根川本川についてみると、図３－６の

とおり、国土交通省の計算でも栗橋付近で14,000 ? /秒程度、八斗島付

近で16,000 ? /秒以上の流下能力がすでに確保されている。前出の図３

－１（２）をみると、栗橋地点の計画高水流量は17,500? /秒、八斗島

地点のそれは16,500? /秒であるから、計画高水流量に近い流下能力は

確保されつつあるとみてよい（国会議員への国土交通省の回答 2004

年６月〔甲Ｂ第14号証〕）。 

ウ また、図３－７は同区間について最近の大きな洪水の痕跡水位と

計画高水位との差をみたものである。平成10年9月洪水では栗橋地点で

10,580? /秒のピーク流量が記録されているが、痕跡水位は計画高水位

から約2ｍ下、堤防天端からは3ｍ以上も下のところにとどまっており、

図３－６ 利根川中流部の流下能力〈国土交通省の計算〉  
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十分に余裕がある状態であった。同図をみると、栗橋付近では堤防高

と計画高水位との差が、確保すべき余裕高2mを下回っているので、そ

の部分の堤防嵩上げは必要であるが、それを行えば、かなりの洪水流

量に対応できる状態になっている（国会議員への国土交通省の回答 2

004年６月〔甲Ｂ第14号証〕）。 

エ このように、利根川ではあと少しの河道整備を行えば、計画高水

流量に近い洪水に対応することが可能となっている。第５で詳述する

ように、カスリーン台風並みの洪水が再来しても、洪水流量は計画高

水流量かそれを下回る程度と考えられるから、利根川では河道整備を

あと少し進めれば、大洪水への対応が可能であると考えられる。 
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八斗島 栗橋
16,000m3/秒 17,000m3/秒

H10.9洪水 9,220m3/秒 10,580m3/秒
H13.9洪水 6,780m3/秒 7,930m3/秒
H14.7洪水 5,970m3/秒 8,280m3/秒

181.5km 130.5km

図３ー７　最近の洪水の痕跡
水位と計画高水位、堤防高

ピーク流量
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第４ 河川法の手続を無視した八ッ場ダム計画 

 

１ 平成９年の河川法改正 

 

?  目的の追加―河川環境の整備と保全 

 平成９年、河川法に大規模な改正が行われた。すなわち、まず、

河川法の目的に「河川環境の整備と保全」という文言が加えられ、

それまでもっぱら治水、利水の観点からしか考えられてこなかった

河川行政に環境保全の視点が加えられたのである（改正法１条）。 

この改正は、近年、景観や生態系の改善、保全のための空間として

の河川の役割に国民の関心が高まってきたのを受けて、河川環境の整

備と保全を常に意識しつつ河川行政が行われることを義務づけよう

としたものである。従って、それを受けて河川管理者は、河川整備基

本方針や河川整備計画の立案及び計画実施の際には常に河川環境の

整備と保全を実現するようにしなければならない義務を負うことに

なったものである。 

 

?  河川整備基本方針と河川整備計画策定の義務付け 

ア 次に、それまでは河川管理について、河川管理者は工事実施基本

計画を定めるとされていた（改正前16条。手続的には建設大臣が定め

る場合は河川審議会の意見を聴くこととされていた）が、平成9年の

改正により河川管理者（１級水系は国土交通大臣、２級水系は都道府

県知事）は社会資本整備審議会（平成11年改正により当該審議会とな

った。平成9年改正時は河川審議会）の意見を聴いて、河川の整備に

ついて基本となるべき方針に関する事項（「河川整備基本方針」）を
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定めなければならないとされた（改正法16条。２級水系の場合は、都

道府県河川審議会がある場合にその意見を聴くことになった）。 

さらに河川管理者は、河川整備基本方針に沿って河川整備を実施す

べき区間について、今後20～30年間に行う河川整備の内容を河川整備

に関する計画（「河川整備計画」）として定めておかなければならな

くなった（改正後16条の2）。具体的なダム計画の名を記して、治水

面においてダム計画の上位計画となるのは、この河川整備計画である。 

イ そして河川管理者は、河川整備計画案の作成にあたって必要があ

ると認める時は、学識経験者の意見を聴かなければならず、また、公

聴会の開催等、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ

なければならないとされた（改正後16条の2第4､5項）。 

これは、従来の工事実施基本計画では河川管理者だけで河川を整備

する計画をたてていて、しかもその内容が詳細に決められていなかっ

たために、地域との連携が足りず、地域の風土・文化等の実情に応じ

られなかった弊害をなくすとともに、地域の意向を反映させながら具

体的な川づくりの過程が明らかになるようにしたものである。 

 

 

２ 改正の結果 

 

?  みなし規定を使い続けてよいのか 

ア このような改正を受けて、河川管理者は、早急に法に規定された

手続を踏んで河川整備基本方針及 び河川整備計画を定めなければな

らなくなったものである。 

確かに付則（平成9年6月4日法律第69号）2条1項、2項によれば、河
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川整備基本方針や河川整備計画が定められるまでの間は、従前の工事

実施基本計画の一部が河川整備基本方針や河川整備計画としてみな

されることになっている。しかし、平成9年改正により、それまでの

工事実施基本計画と、河川整備基本方針及び河川整備計画とはその意

味するところが大きく異なっているのであるから、このみなし規定を

長期間使い続けることは到底許されることではない。 

イ なぜなら、第一に、平成9年改正は、環境の整備と保全という新

たな視点を法の目的に加え、それに沿って今までの治水計画を、住民

参加を進めながら抜本的に見直そうというものであるから、そのよう

な視点がない工事実施基本計画は基本的に河川整備基本方針や河川

整備計画の代わりにはなりえないものであるからである。第二に、工

事実施基本計画は達成期間が示されていないため、現実に実施困難な

事項が数多く記載されたものになっているのに対し、河川整備計画は

20～30年間という達成期間を設けて具体的な事業計画を示すもので

あるから、実施困難な事項は当然記載すべきものではない。従って、

河川整備計画の代わりに実現性のない事項を多く含む工事実施基本

計画を使うことは平成9年改正法の趣旨に反するというべきだからで

ある。 

ウ 上記付則にいう経過措置は、河川整備基本方針や河川整備計画が

策定されるまでの短い期間についての暫定的な措置を記したもので

あって、平成９年改正法は、早急に本来の河川整備基本方針や河川整

備計画を定めることを義務づけているというべきである。 

 

?  淀川水系の流域委員会 

ア 平成9年改正を受けて全国の水系で河川整備基本方針及び河川
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整備計画が作成され、また策定されようとしている（詳しくは、

国土交通省河川局のホームページ参照、http://www.mlit.go.jp/

river/gaiyou/seibi/right.html）。 

イ その中で、注目すべきは、淀川水系での河川整備計画の策定状

況である。近畿地方整備局は淀川水系の河川整備計画について学

識経験者の意見を聴く場として平成13年2月1日に「淀川水系流域

委員会」（以下、「流域委員会」という。）を設置し、さらに平

成17年2月には、新たな委員により新しい流域委員会を発足させ

た。 

流域委員会は約50名の委員で組織されているが、①委員会の構

成、委員の選出などを有識者からなる準備会議で審議し決定した

こと、②委員会の運営は委員が自主的に決定し、民間企業が第三

者的立場で庶務として運営を支援していること、③会議及び会議

資料、議事録等は原則としてすべて公開していること、④委員候

補のリスト作成にあたって、候補推薦委員会委員や河川管理者の

推薦に加え、 一般からの公募を行ったこと、⑤委員は治水、利

水、環境、人文その他の幅広い分野で構成され、地域の特性に詳

しい委員も多数含まれていること、などの特徴を持っている。 

その流域委員会が、約２年の活動を経て平成15年1月に、淀川

水系におけるダムについて、「ダムは、自然環境に及ぼす影響が

大きいことなどのため、原則として建設しないものとし、考えう

るすべての実行可能な代替案の検討のもとで、ダム以外に実行可

能で有効な方法がないということが客観的に認められ、かつ住民

団体・地域組織などを含む住民の社会的合意が得られた場合にか

ぎり建設するものとする。」とし、さらに、「ダムの建設を計画
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する者は計画案策定の早い段階から少なくとも次の事項につい

て徹底した情報公開と説明責任を果たさねばならない。」と述べ

て、次の点を挙げた。 

・ダムの必要性と建設予定地点の選定理由 

・各種代替案の有効性の比較 

・自然環境への影響・改善策 

・自然環境の価値を考慮した経済性 

・住民団体・地域組織などを含む住民の判断に必要な事項 

そして、予定されていた５つのダム建設について原則中止を求

める「提言」を出すに至った。 

ウ この提言を受け、またその後の流域委員会の審議の結果を踏ま

え、国土交通省近畿地方整備局（以下、「近畿地方整備局」とい

う。）は「整備計画基礎案」を作成したが、そこには最も意見対

立の大きい淀川水系５ダム計画についてはなお調査検討中とし

て河川管理者の考え方は示されていなかった。流域委員会及び近

畿地方整備局はさらに整備計画の策定に向けて審議検討を進め

ていたところであった。 

ところが、平成17年7月、近畿地方整備局は問題となっていた

５つのダムの内、大戸川（だいどがわ、大津市）及び余野川（大

阪府箕面市）の国直轄の２つのダムの建設を中止するが、水資源

機構管轄の丹生ダム（滋賀県余呉町）と川上ダム（三重県伊賀市）

は規模を縮小して事業を続け、国直轄の天ヶ瀬ダム（京都府宇治

市）の再開発計画も現状の計画のまま事業を継続するとの方針を

発表した。 

この方針発表は、手続的にこれまでの流域委員会と協力して審
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議してきた経過を無視して、流域委員会への報告、説明を全く行

わないでなされたものであるという点とともに、内容的にも現状

維持の色彩が強い点で批判されるべきである。流域委員会は、強

く反発し、継続事業とされたダムについても見直しを求めている。 

（参照http://www.yodoriver.org/iin/43th/pdf/iin_43th_sank

oushiryou2.pdf）。 

エ 淀川水系においてこれからどのような結論が導き出されるの

か、現段階では分からないが、ここで重要なことは住民も参加し、

公開された流域委員会においてダム計画の是非が時間をかけて

しっかりと議論されてきていることである。この淀川方式は、流

域住民の意向を反映させながら川づくりを進める必要があると

する平成９年改正法の精神に沿ったものであり、他の河川、利根

川水系においても模範とすべきものである。 

 

 

３ 本件八ッ場ダムについて 

 

?  未策定の河川整備計画 

  平成9年の河川法改正の趣旨を考慮するならば、国交省は利根川水

系についても速やかに河川整備基本方針及び河川整備計画を策定し

なければならない義務がある。 

ところが、国交省は平成18年2月になって、利根川水系の河川整備

基本方針をようやく策定したが、治水面においてダム計画の上位計

画となる河川整備計画の策定についてはどのようスケジュールで行

うのかも明らかにしていない。 
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平成17年２月、衆議院における日本共産党の塩川鉄也議員の質問に対

しても、「策定に向けて取り組んでまいりたい。」というのみで、具

体的方針を明らかにしてこなかったのである。 

 

?  違法状態の継続 

平成9年の河川法改正から既に８年が経過している。それにもかか

わらず、未だに利根川水系では河川整備計画は策定されていない。

新河川法は、前述のとおり、環境を重視するために、治水、利水と

いうそれまでの河川法の目的にさらに環境の保全も入れ、また、河

川整備計画策定に当たって住民の意見をよく聴く手続きを置くよう

にしたことで、それまでの旧河川法と性格を一変させたというべき

である。 

従って、このように長期間にわたって旧河川法時代の計画を見なし

規定によって通用させることは平成9年改正法の趣旨に明確に反し、

違法と言うべきである。 

 

?  社会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会に

おける審議状況 

ア 最近、国交省はすべての水系について平成19年度までに河川整

備基本方針を策定する方針を打ち出した。利根川水系についても平

成17年8月、国土交通大臣から社会資本整備審議会に対して利根川水

系に係る河川整備基本方針策定のための諮問がなされ、その後、同

委員会内の河川分科会河川整備基本方針検討小委員会において審議

がなされた。しかし、この小委員会における審議は毎回１～２時間

であって、それも全部で５回の会議で審議終了というスピードで行
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われたものであっており、議論がなされたというには程遠いもので

ある。 

イ 河川整備に関する計画において最も重要な事項は基本高水流量

である。ところが利根川水系工事実施基本計画の基本高水流量 は、

今から約25年前に定められたものである。その後、流量等の観測デ

ータがかなり蓄積され、解析手法も進歩してきたのであるから 、河

川整備基本方針の策定においては当然のことながら、蓄積された観

測データを用いて最新の解析手法で基本高水流量を求め直す作業が

行われなければならないはずである。ところが、不可解なことに、

国土交通省は、各水系の基本高水流量は工事実施基本計画の数値を

そのまま使うという方針をひそかに決め、利根川水系においても、

従前の基本高水流量を踏襲した。小委員会は基本高水流量の妥当性

を全く議論しないので、利根川水系でも国土交通省の案を承認した

ため、工事実施基本計画の基本高水流量がそのまま河川整備基本方

針の基本高水流量になってしまった。 

ウ 結局、利根川水系の河川整備基本方針が新たに策定されたとい

っても、その基本的な数字は工事実施基本計画とあまり変わらない

のであるから、工事実施基本計画のうち、河川整備計画に書くべき

ことを抜いて、その表紙を張り替え、「河川整備基本方針」という

表紙を新たにつけただけのものになった。しかし、これでは平成９

年改正法が新たに河川整備基本方針を策定することとした趣旨に反

することは明らかである。 

 

?  スケジュールも策定手順も示されていない河川整備計画 

 ア 河川整備基本方針は超長期的な目標を定めるものであって、達
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成期間も設けられていない。それに対して、河川整備に関する具体

的な事業計画となるのは河川整備計画であり、20～30年間という達

成期間が設けられている。具体的なダム計画の名を記して、治水面

においてダム計画の上位計画となるのは、この河川整備計画である。 

旧河川法時代の工事実施基本計画は、目標年次、すなわち、河川

整備の期限が全く設けられていないため、現実性のないことが数多

く記述されるものになっていた。 

イ 利根川水系工事実施基本計画の場合は、第３で詳述したように、

現実離れした、きわめて過大な洪水目標流量が設定され、そのため

に、ほとんど不可能に近い十数基以上の大規模ダム群を新たに建設

することや、市街化の進展で全く現実性がなくなった利根川放水路

の開削が盛り込まれるものになっていた。したがって、経過措置の

みなし規定を用いて、このように現実性のない工事実施基本計画を

河川整備計画の代わりとすることは到底許されることではない。 

ウ 河川整備計画はダム計画に関しては治水面で直接の上位計画で

あるが、利根川水系河川整備計画が治水面で八ッ場ダムを必要とす

る計画になるかどうかは、その策定過程における議論を経た結果に

よるのであって、現段階で不透明なままである。 

治水上の位置づけがされるか否か も不透明な状態で、河川整備計

画の策定を待たずにそれに先行して八ッ場ダム事業を推進すること

は河川法改正の趣旨を明らかに逸脱している。利根川水系河川整備

基本方針は策定されたが、治水上の上位計画がないまま、八ッ場ダ

ム事業が推進されるという、違法に近い状態が未だに罷り通ってい

るのである。 
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第５ 利根川治水計画の恣意性と過大性  

 

１ 利根川治水計画の基本高水流量の策定手順 

 

利根川水系工事実施基本計画における八斗島 ［注１］地点の基本高水流量

［ 注２］22,000? ／秒は次の手順により、求められている（国土交通省の開

示資料「利根川の治水について」〔甲Ｂ第15号証〕）。 

［注１］八斗島（やったじま）：群馬県伊勢崎市にある利根川治水計画の基準

地点 

［注２］基本高水流量（きほんたかみずりゅうりょう）：各河川において計画

規模（100年に1回、200年に1回等）の洪水で想定される最大流量。利根

川の場合は200年に1回の洪水で想定される最大流量 

 

?  基本高水流量の設定の考え方 

利根川の基本高水流量は、既往最大洪水をもたらした実績降雨から推

定されるピーク流量と、200年に１回の最大流量（1/200の確率流量）を

比較し、いずれか大きい値を採用するものとする。 

 

?  既往最大洪水の流出計算 

八斗島上流域における既往最大洪水は、1947年9月のカスリーン台風

によってもたらされた洪水である。この洪水の実績降雨を用いて、八斗

島上流域について、河川整備等の進展を考慮し、貯留関数法［注３］によ

り、洪水調節施設がない場合の流出計算を行うと、八斗島地点の計算最

大流量は22,000? ／秒となった。 

［注３］貯留関数法：雨量から洪水流量を計算する洪水流出モデルの一手法で

あって、国土交通省が行う洪水流出の計算ではこの貯留関数法がほとん
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ど使用されている。 

 

?  1／200の確率流量の計算 

利根川水系の確率流量の算定にあたっては、｢総合確率法｣を採用し、

次の手順により、計算する。 

ア 1937年から74年までの間で八斗島地点上流域の平均3日雨量が100㎜

以上の31洪水を代表洪水として選定する。 

イ 任意の流域平均3日雨量を31洪水に当てはめて、貯留関数法により、

流出計算を行い、洪水ピーク流量を求める。 

ウ 上記の計算により得られた31洪水ごとの流域平均3日雨量と洪水ピ

ーク流量との関係から、任意の洪水ピーク流量が生じる雨量をそれぞ

れ31個算出する。そして、その雨量の年超過確率を、過去74年間の雨

量データによる統計計算から求める。その31個の雨量の年超過確率を

平均したものをその任意の洪水ピーク流量の年超過確率とする。 

エ 上記の計算により得られた任意の洪水ピーク流量ごとの年超過確率

を元に、1/200相当の確率流量を求める。 

オ 以上の手順で、洪水調節施設がない場合の八斗島地点の1/200確率流

量を求めた結果、21,200? /秒という値が得られた。 

 

?  基本高水ピーク流量の決定 

上記? の既往最大流量の計算結果と上記? の総合確率法による1／20

0確率流量を比較して、より大きい値である22,000? /秒を基本高水流量

とした。 

 

以上のとおり、二つの方法による計算結果から八斗島地点の基本高水流

量として、22,000? /秒という値が求められている。 
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しかし、この計算手法は根本的な問題点がいくつもあって科学的なもの

ではなく、その手法で求めた22,000? ／秒は基本高水流量として非常に過

大な値である。その理由を以下に述べる。 

 

２ カスリーン台風の実績流量17,000? ／秒の問題点 

 

既往最大流量、すなわち、1947年（昭和22年）のカスリーン台風洪水

の最大流量は、貯留関数法による流出計算の結果として22,000? ／秒と

なっているが、この洪水の実績値は国土交通省の資料によれば、17,000

? /秒とされており、貯留関数法による計算流量より5,000? ／秒も小さ

い値である。しかも、この17,000? ／秒でさえ、二つの面で過大な値で

ある。第一に、17,000? ／秒は観測流量ではなく、推定流量なのである

が、? 以下で述べるようにその推定の仕方に問題があるため、過大な値

になっている。第二に、1947年という戦争直後のことで、はげ山を多く

抱え、森林の保水力が著しく低下していた時代に出た洪水流量が17,000

? ／秒であって、現在同じ降雨があってもそのように大きい流量にはな

らないということである。このように、22,000? ／秒という計算流量の

ベースになる実績値17,000? ／秒自体が過大であるのだから、22,000?

／秒はさらに過大な値である。 

まず、17,000? ／秒自体が過大である理由を詳しく述べる。 

 

?  実績流量17,000? ／秒への疑問 

ア 「利根川百年史」の記述 

1947年のカスリーン台風当時は八斗島地点の流量観測が行われていな

かったため、その最大流量は推定で求められた。建設省関東地方建設局の
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「利根川百年史」（甲Ｂ第７号証）906～909頁には、この推定値の妥当性

をめぐって、治水調査会利根川小委員会（1947年11月）において、紆余曲

折の議論があったことが記されている。 

① 関東地方建設局の推算では15,360? /秒であった。 

② 土木研究所の推算では16,850? /秒であった。 

③ 利根川小委員会で上記の推算結果を検討したところ、17,000? /秒

が妥当という意見と16,000? /秒が妥当だという意見に分かれた。この２

案について各都県の意見を聞いた結果、各都県とも第一案を望んでいるこ

ともあって、第一案の17,000? /秒を採用した。 

このように、17,000? /秒は各都県の要望という要素を考慮したもので

あり、決して科学的な根拠を持つものではない。このような大洪水の流量

の確定は、本来、学術的・技術的な検討でなされるべきであるが、当時は、

「既往最大洪水」を計画対象洪水とする手法が採用されていたので、流域

都県の要望が容れられて洪水流量が決定されたという経緯があるのであ

る。17,000? /秒は、現実の出水量ではないのである。 

 

イ 17,000? ／秒の推定方法の問題点 

しかし、問題はそればかりではなく、その前提においても、河川工学上

の未熟さから生じた大きな過誤も存在したのである。 

カスリーン台風の最大流量の推定方法について、国土交通省は次のよう

に述べている（国会議員への国土交通省の回答 2004年３月〔甲Ｂ第16号

証〕）。 

「八斗島地点は、利根川本川、鳥川、神流川の３河川の合流点に位置す

ることから、八斗島地点の流量はこの３河川が合流した流量となる。昭和

22年9月洪水の八斗島地点の最大流量は、八斗島地点における実測値がな
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いため、利根川（観測所：上福島地点）、鳥川（観測所：岩鼻地点）、神

流川（観測所：若泉地点）の３ヵ所における実測値をもとに、各観測所か

ら八斗島地点までの流下時間を考慮して３河川の合流量を算定し、合流量

が最大になる流量を八斗島地点の最大流量とした。」 

同じことが建設省「利根川改修計画資料」（1957年）（甲Ｂ第17号証）

でも述べられていて、具体的には図５－１のデータが示されている。３河

川の流量を重ね合わせた結果、最大値が16,850? ／秒であるので、八斗島

のピーク流量を17,000? ／秒としている。しかし、この推定方法には重大

な見落しがある。それは、複数の河川が合流した場合は洪水同士がぶつか
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図５ー１ カスリーン台風洪水の

八斗島地点 17,000m３ /秒の計算

（建設省土木研究所） 
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り合ってピーク流量が緩和されることである。 

洪水流出計算法である貯留関数法では複数の河川が合流した場合は、ピ

ーク流量が緩和される効果を河道貯留効果として計算に組み込むようにな

っている。貯留関数法は昭和30年代に開発された洪水流出計算法であって、

当時はまだ貯留関数法がない時代であったが、しかし、この時点で、すで

にこの問題を指摘する見解が出されていた。 

すなわち、群馬県「カスリン颱風の研究」・288頁（1950年）（甲Ｂ第18

号証）において安芸皎一東京大学教授が次のように述べている。 

（三河川の合流点において）「約1時間位16,900? ／秒の最大洪水量が続

いた計算になる。しかし之は合流点で各支川の流量曲線は変形されないで

算術的に重ね合さったものとして計算したのであるが、之は起こり得る最

大であり実際は合流点で調整されて10％～20％は之より少なくなるものと

思われる。」 

当時、この考え方を組み入れて、３河川の合流量の計算を行っていれば、

17,000? ／秒より小さい値になっていた。 

 

ウ 1998年9月洪水の合流実績から推定したカスリーン台風洪水の流量 

上記３河川の合流によって合流後の洪水ピーク流量がどの程度緩和され

るかは、実際の洪水実績で判断することができる。最近では最も大きな洪

水であった1998年9月について、上記３河川の流量と重ね合わせ流量、八斗

島の流量を図５－２に示す。（国土交通省および水資源機構の開示資料〔甲

Ｂ第19、20号証〕） 

この３河川流量の重ね合わせについてはカスリーン台風洪水と同様の流

下時間を考慮した。３河川の重ね合わせによるピーク流量が10,200? ／秒

であるのに対して、八斗島の実績ピーク流量は9,156? ／秒であり、後者は
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前者に対して、10％小さくなっている。やはり、河道貯留の効果によって、

洪水ピーク流量が緩和されている。 

この数字を使って、カスリーン台風洪水の八斗島地点のピーク流量を求

めると、次のようになる。 

   16,850? /秒×（100－10）／100 ＝15,200 ? ／秒 

このように、カスリーン台風洪水のピーク流量として17,000? ／秒は過

大であって、15,000? ／秒程度とするのが妥当である。 

 

エ 確定後も建設省内部から「15,000? ／秒」説 
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図５―２ 1998 年 9 月洪水の八斗島流量と３河川合成流量 
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そして、上記の事実、即ち、カスリーン台風洪水のピーク流量は、15,00

0? ／秒程度のものであって、毎秒２,000? は流域自治体の要望で上乗せさ

れた政治加算であったことは、次の事情からも明らかである。 

即ち、元内務省名古屋土木出張所長で、長い間利根川の河川管理に携わ

ってきた富永正義氏（工学博士）は、カスリーン台風の洪水流量が毎秒17,

000? であると公式に決着がついた後の1966年 (昭和41年)７月に、「当時

の洪水流量は15,111? ／秒であった」とする論文を専門誌に著しているの

である。富永氏は、1966年に雑誌「河川」に３回にわたって「利根川にお

ける重要問題」を論じた。その７月号（「利根川における重要問題（下）」

（甲Ｂ第21号証）で、同氏は、「…利根川幹支川の最大流量を算出してみ

る。利根川幹川筋は上福島、烏川筋は岩鼻、又神流川筋は渡瀬の各流量観

測所に於ける実測流量を基とし、その外流量曲線式或は最大洪水流量の実

験式から求めたもの参照して求めるときは上福島、岩鼻、渡瀬に於いて夫々

8,290? ／sec、6,790? ／sec、1,380? ／secとなる。今上記流量より時差

を考慮して八斗島に到達する最大流量を算定すると、15,110? ／secとなり、

起時９月１５日午後８時となった」（同34頁）としているのである。これ

らの事実を加えるならば、洪水流量は15,000? ／秒近傍であったと認定す

るのが相当である。 

 

オ 「15,000? ／秒」を下回る可能性も 

なお、（１）で述べた関東地方建設局の推算15,360? /秒と、土木研究

所の推算16,850? /秒の違いは、主に利根川・上福島のピーク流量算定値

の差によるものである。前者は7,500? ／秒で、後者は9,220? /秒であっ

た。もし前者が正しければ、それに上記の河道貯留効果を見込むと、カス

リーン台風洪水の八斗島地点のピーク流量は14,000? ／秒程度となり、さ
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らに小さな値になる。 

 

?  17,000? ／秒という洪水流量の異常性――戦時中の森林乱伐の影響 

ア 図５－３は利根川・八斗島地点における毎年の最大流量の経年変化を

示したものである（国会議員への国土交通省の回答（2004年３月ほか〔甲

Ｂ第22号証〕）および国土交通省利根川上流河川事務所のホームページ「過

去の出水情報」）。 

この図をみると、1947年のカスリーン台風の洪水流量 17,000? ／秒が

ずば抜けて大きいことがわかる。次に大きいのが1949年のキティ台風の

10,500? ／秒である。その後、最新年まで 1万? ／秒を超える洪水は出

ていないから、カスリーン台風の17,000? ／秒は異常に大きい洪水流量

である。カスリーン台風では200年に1回にほぼ相当する大雨が降ったと

されているが、異常に大きな洪水流量になったのはそのことだけが原因
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ではない。 

イ 1947年9月 18日の朝日新聞の社説（甲Ｂ第 23号証）は山林の荒廃が水

害の大きな要因として次のように指摘した。 

「水害の根本的原因が濫伐による山林の荒廃、資材や予算の不足による

治水工事の不備にあることはもはや常識になっていることである。治水工

事の問題はしばらくおき、山林の荒廃は実に驚くべきもので、農林省の推

定によれば全国で百六十万町歩の山が丸裸になったままであるという。そ

の穴を埋めて森林資源を備蓄するために、農林省では昭和二十一年度から

二十五年度までに、国有林二十三万七千町歩、公有林四万九千町歩、民有

林二百四十三万三千町歩、計二百七十一万九千町歩を造林しようという五

カ年計画を立てているが、それがまったくうまく行ってはいないのである。

昭和二十年、二十一年度の伐採面積は百七万町歩と推定されるのに対して、

造林面積は四十二万町歩余りにしか達していない。これでは山は荒れるば

かりである。」（後略） 

ウ 上毛新聞1999年9月15日の記事（甲Ｂ第24号証） が次のように述べて

いる。 

｢第二次世界大戦がなかったら、カスリーン台風の災害 も起こらなか

った。戦時中の食糧難解消のため赤城山ろくの開墾、エネルギー源のため

の木材の供出などで乱伐され、森林は消えていった。そこへ大雨を降らせ

たカスリーン台風の来襲。保水力を失った山はその水を下流に一気に流す

しかなかった。大きな石、砂を巻き込みながら押し寄せた山津波が多くの

人命を奪ったのだ。｣ 

エ 1947年は戦争直後のことであって、利根川流域は戦時中の森林の乱伐

で、裸山を多く抱えている状態であった。そこに大雨が降ったため、未曾

有の洪水流量になった。その後、利根川流域では植林が盛んに行われ、森
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林が次第に生長していった。 

植林と森林の生長により、利根川流域の山の保水力は高まっていった。

最近50年間以上、１万? ／秒を超える洪水流量が出なくなっているのは、

この保水力の向上を物語っている。 

したがって、現在、カスリーン台風並みの雨が降っても、17,000? ／秒

のように異常に大きい洪水流量が出現することはなくなっている。 

なお、雨量との関係をみても、カスリーン台風の17,000? ／秒が異常に

大きい値であることは次の３の中で詳しく述べる。 

 

 

３ 基本高水流量22,000? ／秒の非科学性 

 

?  カスリーン台風の再来計算の非科学性 

ア 過大な氾濫流量 

国土交通省は、「昭和22年9月のカスリーン台風洪水の実績降雨を用いて、

八斗島上流域について、河川整備等の進展を考慮し、貯留関数法により、

洪水調節施設がない場合の流出計算を行うと、八斗島地点の計算最大流量

は22,000 ? ／秒となった。」としている。 

国土交通省のいうように、1947 年９月の洪水流量が毎秒 17,000 ? であ

ったとし、現在、同洪水が再来したとして 22,000 ? の洪水となるとすれば、

その差は毎秒 5,000 ? であるということになる。言い換えれば、この 5,000

? は 1947年９月洪水の氾濫流量だということになる。1947 年洪水の八斗

島地点の合理的な推定流量が 15,000 ? であることは、先に見たとおりであ

るから、こうした前提をとれば氾濫流量は毎秒 7,000 ? だということにな

る。この氾濫流量は河道流量の 50％に近い値となる。河道の洪水流量が毎

秒 17,000 ? であったとしても、約 30％が氾濫したということになる。利
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根川上流部では河道は谷筋を走っており、氾濫する割合は極めて少ないし、

仮に氾濫してもすぐに谷筋に戻ってくる。氾濫流が湛水してしまう平地で

の氾濫とは違うのである。したがって、上流域全川で 30％も 50％も氾濫

して河道に戻らない水量があったなどとは到底考えがたい。国交省の流出

計算には、多くの虚構が含まれていると考えざるを得ない。  

 

イ 信頼性のない「流出モデル」  

 国土交通省は、今日、カスリーン台風と同規模の降雨（３日雨量で 318

㎜）があれば、洪水調節施設がない場合には、八斗島地点での流量が毎秒

22,000 ? となるとしている。この国交省の計算は、1958 年と 59 年の降

雨と洪水パターンをモデルとして「流出モデル」をつくり、このモデルに

そって、今日、318 ㎜（３日雨量）の降雨を降らせると、洪水流量は 22,000

? となるとするものである。そして、国交省の説明では、この「流出モデ

ル」は、1998 年の洪水でも適合しており精度が高い、としている。しか

し、国交省は、住民側がその精度を検証するべく、情報公開請求を行なっ

たところ、「業務上に支障が生ずる」として開示を拒んでいる。住民側に

検証の手段を与えないのでは、国交省の説明を信ずるわけにはいかない。

なお、住民側では、詳細な資料の開示がないため計算過程を検証すること

ができないのだが、流出モデルに基づく結論をみても、モデルの精度が悪

いことを指摘することはできる。1958 年と 59 年の両洪水とも、流出モデ

ルで計算した総流出量は実績値の 1.3 倍から 1.5 倍にもなっているし、

1959年洪水では、最大流量は実測値より 13％も多くなっている。モデル

で１割以上も多いのであるから、これを修正しただけでも、 1947 年洪水

の最大流量は毎秒２万? まで小さくなることになる。  

 

?  「総合確率法」の無効性について 
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 ア  また、国交省は、「総合確率法」という手法を用いて、八斗島地点

における 200 年に１回の最大流量を推算した結果は「毎秒 21,200 ? 」

となるとしている。この値が、前記の流出モデルを使用したカスリーン

台風の再来計算結果にほぼ一致していることは前述のとおりである。し

かし、ここにも大問題がある。 

イ 「総合確率法」というのは、建設省時代を含めて全国的に珍しい手法

なのである。前記にも説明を加えたが、この手法の降雨・洪水流量の算

出の仕方の概略は、およそ次のようなものである。 

過去の降雨データのある 31 洪水の降雨・洪水パターンごとに流出計

算を行い、降雨量を順次増やして降雨と洪水流量の関係を把握する。こ

うした作業により、例えば、２万 ? ／秒の出水となる降雨量が 31 個得

られることになる。そして、その 31 個の雨量についてそれぞれ年超過

確率を算出する。そして、その平均値を出す。こうした作業を行った結

果、21,200 ? ／秒の出水の際の 31 個の降雨の年超過確率を平均すると

１／200 となった、ということなのである。国土交通省の「利根川の治

水計画について」で、「代表 31 洪水の降雨パターンごとのＱｐ－Ｒ関

係から、ある任意のＱｐが生じるＲを各々31 個算出し、各々のＲの年

超過確率Ｆ（Ｒ）を求め、それを平均したものを、そのＱｐの年超過確

率Ｆ（Ｑｐ）とします」とあるのは、このことを言っているのである。 

ウ この場合、「平均値」が１／200 であるのだから、一般的に言えば、

約半分が１／200 以上で、約半分が１／200 以下ということになる。そ

うでない可能性もあるが、ともかく、１／200 以上の年超過確率の降

雨・洪水がこの計算の中に多数含まれていることは明らかである。１／

200 以上の降雨による洪水を対象として平均すれば、洪水規模が大きく

なることは自明である。 

エ このことを、後述の「表６－１『３１洪水についての八斗島地点洪水



 59

ピーク流量の計算結果（国土交通省』を参照しながら点検して見よう。 

利根川上流域の降雨量としては、３日雨量 319 ㎜が年超過確率１／

200 であるとされている。そして、「河川砂防技術基準案」の基準に則

って、計画対象降雨を決め、基本高水流量を決めるという手法をとるな

らば、降雨量を 319 ㎜として洪水流量を算出することになる。その場合

の３１洪水の降雨・洪水の関係は、後述の「表６－１」に示されている。

そして、その 31 洪水の流量の平均値は、17,971 ? とされているところ

である。 

オ これを「総合確率法」の計算結果と比較すると、「総合確率法」の方

が、3,229 ? ／秒、約 18％も多い。これは、前述のとおり、１／200 以

上の降雨についても計算の対象としているからである。結局、「総合確

率法」は、何らかの形で、年超過確率１／200 に絡めて、八斗島地点の

洪水流量を 21,000 ? ／秒以上とする数字を作出したいための恣意的な

計算であったと結論することができるのではないか。商品の販売に関し

て売手が買手にこうしたことをやれば「詐欺商法」の烙印が押される。

ここで、国土交通省の作業が恣意的であったかどうかは問わないとして

も、ともかく、１／200 以上の年超過確率の降雨を対象として計算をし

ているのだから、この作業は計画対象洪水の策定作業としては無効であ

る。 

 

?  雨量と洪水流量との関係 
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ア 図５－４は八斗島上流域の平均３日雨量と八斗島地点の洪水ピーク

流量との関係をみたものである（雨量は国会議員への国土交通省の回答
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〔2004年10月〕〔甲Ｂ第25号証〕、流量は国土交通省の開示資料2005

年12月〔甲Ｂ第26号証〕による。なお、この開示資料では1947年洪水の

洪水計算流量は21,131? ／秒となっているが、図５－４、５では従前か

らの値である22,000? ／秒を使用する。）。 

イ 同じような雨量であっても、雨の降り方、すなわち、雨量の時間的な

分布と地域的な分布によって、洪水ピークの出方が異なるから、流域平

均３日雨量と洪水ピーク流量とは一対一に対応するものではないが、5

0年以上にわたっての降雨と洪水との関係を分析するならば、降雨と洪

水の一般的な関係やその変化の有無、そして、特異なデータを取り出す

ことは可能である。同図をみると、1947年カスリーン台風洪水について

の国土交通省の計算流量22,000 ? ／秒は雨量との関係において異常に

大きい値を示している。同図には同洪水の国土交通省の推定実績流量1

7,000? ／秒も示したが、この17,000? ／秒も他の洪水と比べて著しく

大きい値となっている。 

ウ 利根川は流域が大きいので、洪水に及ぼす降雨継続時間は３日間をと

ることになっているので、同図では平均３日雨量を横軸にとった。しか

し、実際には八斗島地点の洪水ピーク流量に直接影響する上流域の降雨

は河道距離からみて、24時間以内と考えられるので、洪水ピーク発生時

刻より前の24時間の平均雨量と洪水ピーク流量との関係を見た方が合

理的である。 

そこで、横軸に洪水ピーク発生時刻より前の24時間平均雨量をとって、

雨量と洪水ピーク流量との関係を見た結果を図５－５に示す。この図で

も、1947年洪水の流量22,000? ／秒も17,000? ／秒も突出して大きくな

っている。さらに、昭和20年代〈1947～1950年〉の洪水はいずれも、雨

量との関係が後年の洪水と比べてかなり大きい値を示している。 
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エ この図の傾向から、次のことが明らかである。 
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① カスリーン台風を筆頭として昭和20年代の洪水ピーク流量が雨量と

の関係で他の洪水と比べてかなり大きい値を示していることは、当時の山

の保水力が著しく低下していたことを物語っている。２? で述べたように、

当時は戦時中の森林乱伐により、裸山を多く抱え、植林は緒についたばか

りの頃であった。カスリーン台風の大水害を契機としてその後、植林が本

格的に進められ、昭和30年頃には、戦時中につくられた裸山の造林がほぼ

完了したとされている。したがって、現在はその後の植林と森林の成長に

よって山の保水力が向上してきているのであるから、当時と同じような降

雨があっても、カスリーン台風のように異常に大きい洪水流量にならない

ことは明らかである。 

② ところが、国土交通省の計算では、カスリーン台風が再来すると、

実績の17,000? ／秒よりも5,000? ／秒も多い22,000? ／秒になる。図５－

５をみると、この22,000? ／秒は雨量との関係において他の洪水と比べて

突出して高い場所に位置しており、その計算の科学性が乏しいことを如実

に示している。したがって、22,000? ／秒を求めた洪水流出モデルそのも

のに重大な欠陥があるといわざるをえない。  

 

 

４ 200年に１回の洪水に対する治水対策 

 

利根川水系河川整備基本方針によれば、八斗島地点の基本高水流量22,

000? ／秒に対応するため、第３の図３－２に示したように、上流ダム群

による洪水調節で5,500? ／秒をカットするとともに、残りの16,500? ／

秒の流下が可能となるように河川改修を実施することになっている。上流

ダム群で5,500? /秒をカットするためには、治水目的のある既設６ダムと
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八ッ場ダムの他に、新規のダムを十数基以上建設しなければならない。利

根川水系において治水目的を持つダムを新たに計画して建設することは

１基だけであってもきわめて困難であり、その点で、利根川の治水計画は

すでに現実性を失ったものになっている。このことは第３で詳述した。 

ここで重要であるのは、16,500? /秒以下であれば、国の計画でも河川

改修だけで対応が可能となっていることである。２と３で述べたように、

カスリーン台風並みの洪水が来ても、その洪水流量は16,000? /秒にもな

らないと考えられる。 

したがって、利根川においては、河川改修さえ計画どおりに実施すれ

ば、カスリーン台風並みの洪水、すなわち、200年に1回の洪水にも対応

することが可能なのである。さらに、既設６ダムによる洪水調節があっ

て（国の計算では八斗島地点でのカット量は平均で1,000? /秒）、洪水

流量が低減されるから、八ッ場ダムは利根川の治水計画上、全く不要の

ものであると判断される。 

 

 

５ 小括 

?  1947年9月のカスリーン台風洪水における八斗島地点の最大実績流量と

されている17,000? /秒は、観測流量ではなく、推測流量である。その推

測計算では河道貯留による流量の低減効果をみていないため、17,000? /

秒は実際の流量より過大な値になっている。実際の最大流量は15,000? /

秒程度であると判断される。 

?  当時は、戦争直後のことであり、戦時中の森林乱伐により、山の保水力

が大きく低下した時代であったために、公称17,000? /秒という未曾有の

洪水流量になった。その後は植林と森林の生長により、山の保水力が大き
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く向上したから、同じような降雨があっても、そのように大きな洪水流量

は出なくなっている。最近50年間、1万? /秒を超える洪水が出ていないの

は、この山の保水力の向上を物語っている。 

?  1947年のカスリーン台風は降雨量が200年に1回に相当する、非常に大き

な値であったけれども、雨量との関係からみても、カスリーン台風の洪水

流量は異常に大きい値になっており、当時の山の保水力が大きく低下して

いたことを物語っている。 

?  国土交通省が、カスリーン台風が再来した場合の最大洪水流量を計算し

た結果では、22,000? /秒となっているが、この計算に用いた流出モデル

の計算精度は低い。検証洪水の一つである1959年洪水について計算流量と

実績流量を比べると、前者は13％も過大になっており、そのことを是正す

るだけで、カスリーン台風再来時の最大洪水流量は20,000? ／秒以下の値

になる。 

?  カスリーン台風再来の計算流量が実績の17,000? ／秒を5,000? ／秒も

上回る22,000? /秒になる理由として、国土交通省は上流の堤防整備で氾

濫がなくなったことをあげているが、八斗島の上流域は谷川といってよい

状況で、氾濫する場所は少なく、仮に氾濫しても直ぐに河道へ戻ることか

ら氾濫面積は極めて小さい。それ故、氾濫によって洪水流量が5,000? ／

秒も減少したとするのは不可解である。諸状況を総合すると、減少流量は

せいぜい1,000? ／秒である。それが、5,000? /秒に、実績流量を15,000

? /秒程度とすれば、約7,000? /秒に膨れ上がっているのであるから、こ

の洪水流出計算の信頼性はきわめて低い。 

?  雨量との関係からみても、22,000? ／秒は他の洪水と比べて突出して大

きい値になっていて、雨量では到底説明できない過大な数字であるから、

22,000? ／秒を算出した洪水流出計算モデルには構造的な欠陥がある。 
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?  国土交通省は、総合確率法という特殊な手法を用いて、カスリーン台風

の再来計算値22,000? ／秒は200年に1回の洪水流量に相当しているとし

ているが、この総合確率法において、国土交通省は自ら定めた河川砂防技

術基準を逸脱して、降雨の年超過確率１／200以上の降雨も対象として計

算を行っているのであり、この推算は無効である。 

?  現在は昭和２０年代と比べれば山の保水力がはるかに向上しているか

ら、カスリーン台風並みの洪水が到来しても、その最大洪水流量は16,00

0? /秒にもならないと考えられる。一方、国の治水計画では、16,500? /

秒の洪水が流下できるように、河川改修を実施することになっているから、

計画通りに河川改修を進めれば、カスリーン台風並みの洪水、すなわち、

200年に１回の洪水に対応することは十分に可能である。さらに、既設６

ダムによる洪水調節があるので、八ッ場ダムは利根川の治水計画上、全く

必要性のないものであると判断される。 
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第６ 八ッ場ダムの治水効果の根本的問題点 

 

１ カスリーン台風洪水における八ッ場ダムの治水効果とは 

―― 国の計算では効果ゼロ 

 

?  「現状でカスリーン台風が再来し、利根川が破堤すれば、210万人、30

兆円の被害」？―国土交通省の説明とその欺瞞性 

国土交通省は、八ッ場ダム計画の説明資料において、上記見出しのよ

うなタイトルの氾濫予想図を載せている。そして、八ッ場ダムができれ

ば、カスリーン台風が再来した場合に、洪水による被害を大きく軽減で

きるかのような印象を与えようとしている。 

しかしながら、これは住民・国民に誤った印象を与え、同ダムの必要性

について誤導しようとするものであって、欺瞞に充ちたものと言わざる

を得ない。なぜならば、ほかならぬ国土交通省のデータと計算によって

も、基準地点である八斗島における八ッ場ダムの治水効果はゼロとされ

ているからである。 

 

?  八ッ場ダムの治水効果はゼロ 

ア 国土交通省は、カスリーン台風洪水について、既設６ダムと八ッ場ダ

ムのそれぞれの治水効果を計算している。それによると、八斗島地点に

おける洪水流量の計算結果、並びに、同地点におけるダムの洪水流量削

減効果は、下図のとおりである（「国会議員への国土交通省の回答 20

04年３月」より作成〔甲Ｂ第９号証〕）。 

イ この国土交通省の計算によって、仮にカスリーン台風と全く同様の

台風が再来した場合には、八ッ場ダムによる治水（洪水調節）効果は

ゼロであることが明らかになった。 
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その最大の要因は、カスリーン台風のときには吾妻川上流の雨量が少な

かったことと、吾妻川上流の降雨の時間がずれていたこと（降雨の時刻

が約９時間早かったこと）による。 

ダムはどのような場合にも治水効果があるわけではないのである。治水

効果の不確実性と限界を具体的に示す好例でもある。 

 

 

 

 

２ 国土交通省の計算による八ッ場ダムの治水効果とその欺瞞性 

  ―― いわゆる「引き伸ばし洪水」の実証的検討から 

 

 

利根川・八斗島地点の洪水流量の計算結果　1947年9月
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八斗島地点におけるダムの洪水流量削減効果　1947年9月
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?  国土交通省の計算と主張― 平均で600?  /秒削減効果？ 

ア 国土交通省は、八ッ場ダムを建設することによって、八斗島地点での

洪水ピーク流量を平均で約600? /秒削減する効果があるとしている(表

６－１「八ッ場ダムの効果」の「平均」欄)（「国会議員への国土交通

省の回答 2004年3月」〔甲Ｂ第9号証〕）。 

これは、31の洪水について、引き伸ばし計算を行った結果の平均値を

用いたものである。すなわち、200年に１回の３日雨量319㎜を過去の31

洪水でも降ったものとして、雨量と洪水流量の「引き伸ばし計算」を行

い、それによる八ッ場ダムの治水効果を平均したものである。 

イ ところで、国土交通省（当時は建設省）がこの計算を実施した時に依

拠すべきであった「建設省河川砂防技術基準（案）」によると、「引き

伸ばし率(計画降雨÷実績降雨)は２倍程度に止めるのが望ましい」と明

記されており、その範囲を超えるものは不適切とされている。 

しかるに、上記国土交通省の計算では２倍を大きく超えているものが

過半数を占めている。すなわち、国土交通省は自らが定めた基準に違反

して引き伸ばし計算をし、八ッ場ダムの治水効果を作為的に大きく見せ

かけようとしているのである。これは、自らが策定した基準を自らおか

すものである。 

 

?  「建設省河川砂防技術基準」に基づく削減効果 

―― 500? /秒以上は５洪水のみ 
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ア そこで、「建設省河川砂防技術基準」に基づき、引き伸ばし率が２倍

以下となっている１２洪水だけを取り出し、実績流量が大きい順序に並
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びかえると、表６－２のとおりとなる。 

イ 実績雨量の２倍までという大きな引き伸ばし計算を行うこと自体に、

どれほどの科学的根拠があるかのかについては疑問の点があるが、この

問題はさておき、同表によれば、八ッ場ダムの効果が500? ／秒を超え

るのは、１２洪水のうち５洪水だけであり、７洪水は224? /秒以下とな

っている。また、３で述べるように、500? /秒を超える５洪水も八ッ場

ダムを必要としない洪水である。 

 ウ このことからも明らかなように、平均で600? ／秒の削減効果がある

との主張は、欺瞞以外の何ものでもない。そればかりか、八ッ場ダムの

治水効果は、あったとしても非常に小さなものにすぎないことが分かる。 

 

 

?  八ッ場ダムは大洪水には役に立たない 

表６－２ 引き伸ばし率 2 倍以下の 12 洪水についての八斗島地点洪水ピーク流量

の計算結果（国土交通省） （200 年確率の 3 日雨量 319mm への引伸ばし計算） 

ダムなし
既設６ダムによ

る調節後

既設６ダムの

効果

八ッ場ダムの

効果

実績3日雨

量

雨量の引

伸ばし率

実績ピーク流

量

単位　ｍ3/秒 単位　ｍ3/秒 単位　ｍ3/秒 単位　ｍ3/秒 ｍｍ 単位　ｍ3/秒

1947 9月13日 22,170 20,421 1749 0 318 1.00 17,000

1949 8月29日 22,961 22,766 195 224 204 1.56 10,500

1958 9月16日 24,341 21,623 2718 164 168 1.90 8,730

1959 8月12日 16,607 15,665 942 1487 214 1.49 8,280

1966 6月26日 23,735 22,162 1573 1 162 1.97 6,040

1959 9月24日 18,885 17,491 1394 1369 169 1.89 5,690

1972 9月14日 16,840 15,852 988 1039 168 1.90 5,370

1961 6月26日 8,718 8,212 506 535 175 1.82 2,950

1950 7月27日 10,674 10,032 642 182 170 1.88 2,520

1948 9月14日 17,524 16,503 1021 115 204 1.56

1937 7月14日 14,904 14,206 698 85 184 1.73

1945 10月3日 12,828 11,633 1195 846 170 1.88

平均 17,516 16,381 1,135 504 192 1.72

引伸ばし計算をした場合の洪

水流量

引伸ばし計算をした場合の効

果
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ア 三大洪水についての具体的検討 

次に、31洪水のうち実績流量が大きいものから上位３洪水についてみ

ると、下表と下図に示すとおり、国の計算でも八ッ場ダムの治水効果は

０～224? /秒にとどまっている。これを水位低減効果に換算すると、０

～４㎝程度のものである。水深が７ｍ程度もある洪水においてこの水位

低減効果は計測誤差程度のものにすぎない。すなわち、治水効果が最も

強く求められる大洪水時に、八ッ場ダムは役に立たないことが明らかな

のである（「国会議員への国土交通省の回答 2004年3月」〔甲Ｂ第9号

証〕より作成）。 

 

 

引伸ばし計算をした場合の八斗島

地点に対する八ッ場ダムの効果 
順位 洪水の年月日 

実績ピーク流量

（? /秒） 流量低減効果  

（? /秒） 

水位低減効果  

（ｃｍ） 

1 
1947・9・13  

(カスリーン台風） 
17,000  0 0 

2 
1948・8・29  

(キティ台風） 
10,500  224 4 

3 
1958・9・16  

(台風 21 号） 
8,730  164 3 

〔注〕水位低減効果は1998年洪水の水位流量曲線を使って求めた。  
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イ 地域的、地形的特性によるもの 

このように、大洪水の場合に八ッ場ダムが役に立たないことは、決し

てカスリーン台風だけの特異現象ではないことが分かる。第２位のキテ

ィ台風も、第３位の台風21号でも同様の傾向を明確に示している。その

1947 年 9 月 14～15 日のカスリーン台

風 

1949 年 8 月 31 日～9 月 1 日のキティ

台風 

八斗島地点に対する八ッ場ダムの治水効果
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戦後の3大洪水
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原因は、南からきた台風の雨雲が、榛名山と赤城山にぶつかって大雨を

降らせるため、吾妻川上流域には大雨が降らないことが多いという地理

的・地形的特質によるものであると考えられる。参考までにカスリーン

台風等における群馬県の雨量分布をみると、上図のとおり、吾妻川上流

域の雨量はかなり少ない（群馬県林務部治山課「群馬県の治山史」〔甲

Ｂ第27号証〕291～292頁）。 

 

?  計算上も八ッ場ダムはほとんど役に立たない 

さらに、表６－２において八ッ場ダムの効果が500? ／秒を超える５洪

水についてみると、1959年洪水を除く４洪水については、既設ダムによる

調節後の洪水流量は、16,000? /秒を下回っている。すなわち、国土交通

省自身の計画によって、16,000? ／秒については河川改修だけで対応可能

とされているのであるから、これらの４洪水については八ッ場ダムは全く

不要ということになる。 

このように、国土交通省の計算によったとしても、八ッ場ダムが意味を

持ち得るのは、12洪水のうちわずか１洪水にすぎないことになる。以上の

とおり、八ッ場ダムの治水効果が計算上も意味を持つのは確率的に極めて

小さなことなのである。さらに、この計算に用いた流出モデルが過大な値

を算出する傾向があることを考慮すれば（1959年８月洪水に関しては実質

流量に対して計算流量は13％も過大）、残りの１洪水も、既設ダムによる

調節後の洪水流量は16,000? ／秒以下となるから、八ッ場ダムは不要とな

る。 

 

 

３ 吾妻渓谷がもつ洪水調節機能に照らすと実際の治水効果はさらに小さ
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い 

 

?  吾妻渓谷の洪水調節作用 

ダムの建設適地である河川狭窄部は、それ自体として洪水を調節する機

能を有している。これを八ッ場ダムにあてはめると、吾妻川は両岸の山が

接近した狭窄部が約２㎞も続く。洪水は、そこで遮られて、その上流の河

道に一時貯留される。こうした自然の洪水調節が行われるため、吾妻川上

流の洪水の影響は下流に対して小さなものになる。 

 

?  過去の洪水にみる実際の作用 

下図は、カスリーン台風について、八ッ場ダム地点下流の吾妻川につい

て、洪水位の時間変化をみたものである。これによると、吾妻渓谷に最も

近い郷原地点は、洪水位のピーク発生時刻がその下流の青山、村上のそれ

 

 

(大熊孝「利根川治水の変遷と

水害」より） 
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よりも遅く、また、洪水位の変化がなだらかである。これは吾妻渓谷によ

る洪水調節作用が働いたことを示唆している（大熊孝「利根川治水の変遷

と水害」〔甲Ｂ第2号証〕353頁）。 

国土交通省による八ッ場ダムの治水効果の計算でも、吾妻渓谷自体が持

つ洪水調節機能を全く考慮していない。いわば、机上の計算にすぎない。

したがって、これを考慮に入れて算定し直すならば、実際の八ッ場ダムの

治水効果はさらに小さなものとなる。 

 

４ 小 括 

 

以上のとおりであって、八ッ場ダムは洪水防止機能を全くといってよい

程有していない。とくに、ダムの治水効果が最も期待されるはずの大洪

水に対しては、無用の長物にすぎないことが明らかである。 
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第７ 総括―八ツ場ダムの必要性は皆無 

  

以上の論証によって、利根川治水計画は破綻しており、治水面での八ッ

場ダムの必要性は皆無であることが明らかになった。その要点は次のとお

りである。 

 

１ 河川法を逸脱した八ッ場ダム計画 

（１）平成９年に河川法が改正され、水系ごとに河川整備基本方針と河

川整備計画の策定が義務付けられた。河川整備基本方針は長期的な河川

整備の目標を、河川整備計画は今後20～30年間に実際に行う河川整備の

内容を定めるものである 。前者は主として長期的な数値目標と基本的考

え方を、後者は具体的な整備の内容を示すものであって、具体的なダム

名を記載するのは後者の河川整備計画である。河川法が改正されてから

すでに８年が経過して、利根川水系ではようやく河川整備基本方針が策

定されたが、ダムの上位計画である河川整備計画については未だに策定

の見通しさえ明らかにされておらず、八ッ場ダム事業は法律で定められ

た上位計画がなく、法律を逸脱した状態で進められている。 

（２）河川法では経過措置として河川整備計画が策定されるまでは従前

の工事実施基本計画を河川整備計画としてみなすことになっているとは

いえ、工事実施基本計画と河川整備計画とでは内容も目的も大きく異な

るから、８年も経過して今なお、このみなし規定を使い続けるのは許さ

れることではない。それは、河川法改正時に想定された範囲外のことで

あり、河川法改正の趣旨を無視している。すなわち、第一に新河川法の

目的に河川環境の整備と保全が加えられ、河川整備計画ではその実現が

求められているのに対して、従前の工事実施基本計画は環境という視点
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がない。第二に、工事実施基本計画は、達成年次が定められていないこ

ともあって、実現が困難な事項が数多く記載されているのに対して、河

川整備計画は今後20～30年間に実際に行う事項についての計画であるか

ら、実現性のない事項を多く含む工事実施基本計画で代行させることに

は基本的に無理がある。 

（３）この二点において工事実施基本計画は河川整備計画の代わりには

なりえないのであって、河川整備計画策定の見通しも明らかでない利根

川水系では、新河川法に基づく現実的な治水計画が存在しない状態が続

いていると言ってよい。このように、八ッ場ダム事業は河川法を逸脱し

た状態で進められているのである。 

  

２ 現実性のない過大な基本高水流量 

（１）利根川水系河川整備基本方針は、八斗島地点の基本高水流量を毎

秒22,000? とし、そのうち、5,500? を上流ダム群で調節し、残りの16,

500? を河道で対応することになっている。この5,500? を調節するため

に、既設６ダムと八ッ場ダムの他に、数多くの新規ダムが必要とされて

いる。八ッ場ダムが治水上必要だという根拠は、この5,500? の一部を担

わなければならないということにあるが、しかし、この計画の基本的な

前提である毎秒22,000? は 現実性のない過大な洪水流量である。毎秒2

2,000? は、200年に１回の洪水とされる昭和22年のカスリーン台風が再

来した場合の計算流量であるが、その計算に用いた流出モデルは構造的

に欠陥があるモデルであって、非常に過大な値を算出するものになって

いる。 

（２）そもそも、カスリーン台風の実績洪水流量は毎秒17,000? とされ

ているけれども、それは観測流量ではなく、近傍の複数の観測地点の観
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測値を単純に合算した推定流量であり、その推定方法に誤りがある。そ

れを修正すれば、約15,000? であったと考えられる。 

（３）国土交通省は、「カスリーン台風洪水の時は八斗島上流で氾濫が

あったが、現在は上流部の堤防整備で氾濫がないから、同じ雨が降れば、

八斗島地点の流量が増大して毎秒22,000? になる」としている。国土交

通省の主張からすれば、毎秒5,000? から7000? の氾濫があったことにな

る。しかし、八斗島上流域は谷合を流れており、河道の流量の３０％と

か５０％もの河道に戻らない氾濫があるはずがない。諸状況を総合して

も氾濫流量は、せいぜい1,000? である。それ故、氾濫した流量を加算し

ても、カスリーン台風の洪水流量は毎秒 16,000? 程度である。 

（４）しかも、当時は戦後間もないころで、戦時中の森林乱伐により、

利根川流域の山の保水力が著しく低下していた時代であった。その後、

植林が盛んに行われ、森林が生長してきたから、現在は当時と比べれば

山の保水力が大きく向上している。最近50年間、八斗島地点で毎秒10,0

00? を超える洪水が来ていないのは、山の保水力の向上を物語っている。

したがって、現在、カスリーン台風が再来しても最大洪水流量は毎秒16,

000? より小さな値になることが確実に予想される。 

（５）国土交通省の計画でも、毎秒16,500? までは、河道整備だけで対

応可能となっているのであるから、利根川においては河道整備さえ計画

通りに実施すれば、ダムがなくてもカスリーン台風並みの洪水が来ても

氾濫することはない。まして、治水目的をもつ既設ダムが６基あるので

あるから、十二分の安全が確保される。このように、利根川においては

基本高水流量が非常に過大で非現実的な値に設定されているから、八ッ

場ダムが必要となるのであって、正しい値に直せば、八ッ場ダムなどな

くても、カスリーン台風並みの洪水に対応することは十分に可能である。 
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３ 破綻した利根川治水計画 

（１）利根川治水計画は上述のとおり、きわめて過大な洪水流量が設定

されているため、達成することが事実上不可能となっている。八斗島地

点上流においてダムによって調節しなければならない流量は毎秒5,500

? となっている。しかし、国の計算では既設６ダムの効果は合計で平均1,

000? であり、八ッ場ダムと合わせても同1,600? であるから、残りの3,

900? を調節するためにはこれから数多くのダムを建設しなければなら

ない。これらの数字から比例計算で新規ダムの必要基数を求めると、17

ダムにもなる。既設ダムより治水容量が大き目のダムをつくるとしても、

今後、利根川上流に新規ダムを十数基以上建設しなければならない。 

（２）ところが、現実には利根川上流で治水目的を含む多目的ダム計画

が次々と中止されてきている。中止になったダム計画は４基で、その合

計貯水容量は約２億? にもなる。既設６ダムと八ッ場ダムの合計治水容

量は17,700万? であるから、治水ダムがどうしても必要ならば、中止し

た４ダムを治水専用にしてダム計画を再構築し、利根川上流のダム治水

容量の大幅増強を図るはずである。ところが、国土交通省はそのような

検討もすることなく、４基のダム計画をあっさりと中止した。この事実

は、ダム治水容量の増強には緊急の必要性がないことを物語っている。 

ダム計画の中止が相次ぐ利根川上流においては新たに治水ダムを計画

して建設することは１基でもきわめて困難になっており、十数基以上の

新規ダムの建設は全く不可能なことであると言ってよい。このように、

利根川治水計画はすでに破綻しているのである。 

  

４ 治水効果が乏しい八ッ場ダム 
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（１）八ッ場ダムは、ダムの治水効果が最も期待されるはずの大洪水に

対して役に立たないことが多い。その端的な例がカスリーン台風洪水で

ある。利根川治水計画の基本となっているのは、昭和22年のカスリーン

台風であり、その再来に備えるために計画が策定されている。ところが、

国土交通省の計算によれば、カスリーン台風が再来した場合の八斗島地

点に対する八ッ場ダムの治水効果はゼロとなっている。他の大洪水にお

いても、八ッ場ダムは治水効果が非常に小さく、カスリーン台風だけの

特異現象ではない。その理由は、大洪水を引き起こすような台風の場合、

南から来た雨雲が赤城山や榛名山にぶつかって雨を多く降らし、その結

果、吾妻川上流域の雨量が少なくなるという構造的な気象現象にある。 

（２）その他に、狭窄部が数ｋｍも続く吾妻渓谷そのものが自然の洪水

調節作用を持っており、すでに自然の力が吾妻川上流から来る洪水をな

だらかにする効果を発揮している。この点でも八ッ場ダムをつくる意味

合いが薄い。 

（３）国土交通省は八斗島地点での八ッ場ダムの治水効果を平均で毎秒6

00? としているが、それは「建設省河川砂防技術基準案」のルールをも

逸脱して単なる机上の計算を行った結果にすぎない。実際の八ッ場ダム

の治水効果は非常に小さく、最も重要な洪水であるカスリーン型洪水に

ついては効果がゼロなのである。 

  

５ 利根川の治水のあり方 

２で述べたように、利根川においては河道整備さえ計画どおりに実施

すれば、200年に１回の洪水とされるカスリーン台風が再来しても、十分

に対応することができる。利根川の河道整備は着実に進められてきてい

る。たとえば、八斗島～栗橋の利根川本川中流部についてみると、国土
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交通省の計算でも栗橋付近で毎秒14,000? 程度、八斗島付近では16,000

? 以上の流下能力がすでに確保されている。カスリーン台風の再来によ

る最大洪水流量は実際には16,000? 以下であるから、あと少しの河川整

備を行えば、それへの対応が可能となる。さらに、利根川上流には治水

目的を持つダムがすでに６基あって、その洪水調節の効果も加わるから、

残されたあと少しの河川整備を実施すれば、利根川は治水面での安全性

を十分に確保することが可能である。以上の点から判断して、八ッ場ダ

ムは治水面において無用の存在である。 
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第８ 河川法上の受益者負担金を支出することの違法性  

 

１ 本件財務会計行為の違法事由 

  本件住民訴訟において問題になっている治水関係の財務会計行為は、 

河川法 60 条または 63 条にもとづく負担金にかかわる知事（その委

任を受けた者を含む、以下同様）による支出命令 

である。 

この支出命令の先行行為として、国土交通大臣による「納付通知」が存

在するが、本件では、この納付通知が著しく合理性を欠き、納付義務を課

せられる地方公共団体の健全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵を

有している。 

従って、その効力を否認することが、執行機関として地方財政法４条１

項を遵守し、地方公共団体に対する誠実義務（地方自治法 138 条の２）

を全うする所以である。 

地方公共団体としては、必要に応じて公法上の義務不存在確認訴訟（行

政事件訴訟法４条後段）を活用することもできるのに、執行機関がかかる

処置をとらないまま、漫然として納付通知に従って支出命令を発すること

は違法と評価される。 

   

 

２ 納付通知の前提となる基本計画の適法要件 

 

(1) 本件各納付通知の前提となるのは、平成９年改正前の河川法第 16 条に

基づく利根川水系工事実施基本計画（昭和 55 年 12 月 19 日付の第１次

改訂以降の一連の改訂計画を総称する。以下、単に「基本計画」という）

であるが、この基本計画を策定し、維持するについては、以下のような
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客観的要請が満たされなければならない。 

 

(2) そもそも「ダム」は河川管理施設の一つであるから、河川法３条にい

う、「河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若し

くは軽減する効用を有する施設」に該当しなければならない。 

ダムの有する「公利の増進」、「公害の除却・軽減」の効用の具体的内

容については、河川法自体においてはこれを補完する規定がないが、特

ダム法４条３項がこれを明らかにしていると解される。 

すなわち同項によれば「公利の増進」とは、「水道又は工業用水道の用

途に係る水の需要が十分にあり、かつ当該ダムによりその供給をする必

要があること」と敷衍されており、「公害の除却・軽減」とは、「当該ダ

ムにより、洪水等による災害の発生を防止し、若しくは軽減し、又は流

水の正常な機能を維持し若しくは増進する必要があること」をいうもの

とされている。 

   

(3) 従って、河川管理者たる国土交通大臣が河川法 60 条または 63 条に基

づいて負担金の納付を求めるにあたっては、関係都道府県が当該ダムに

よって治水上の利益を受けること、言いかえれば、上記の必要性が客観

的に存在していなければならない（63 条の場合は、更にその存在が顕著

でなければならない）。 

ちなみに、都市計画法 13 条の定める「都市計画基準」のうち、道路な

どの「都市施設」に関しては、「土地利用、交通等の現状及び将来の見通

しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な

都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること」と規

定されているが、東京高裁の最近の判決（平成 17 年 10 月 20 日）は、 

「当該都市計画に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くために
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土地利用、交通等の現状の認識及び将来の見通しが合理性を欠くにも

かかわらず、そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠

して都市計画が決定されたと認められるとき」 

等においては、当該都市計画は違法となる、と判示している。 

 

(4) 河川法に基づく基本計画を策定するに際し、当該ダムにより、洪水等

による災害の発生を防止し若しくは軽減する必要がある」と客観的に評

価できるか否かを判断するにあたっては、上記判例の判断基準と同様、 

  ① 洪水等による災害の発生を防止・軽減するために、そもそもダムが

必要であるのか 

   ② 当該ダムは、想定される洪水等の災害の防止・軽減につき有効性が

あるのか 

ということが、基礎的調査に基づき、客観的・実証的に証明されていな

ければならない。 

    

(5) また、これらの要件は、基本計画策定時に存在すれば足りる、という

ものではなく、計画が維持されている間は継続的に存在していなければ

ならない。 

別言すれば、計画が維持されている間は、計画の前提条件の存在が随

時再確認され、そのことを通じて計画には所要の見直し（場合によって

は中止の選択）が施されなければならないわけである。 

このように政策の効果を評価し、その結果を政策に反映することは、

今日においては行政機関に共通する法的義務とされている。「行政機関が

行う政策の評価に関する法律」（平成 13 年法律 86 号、略称「政策評価法」）

がそれである。 

同法において「政策」とは、「行政機関が、その任務又は所掌事務の範
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囲内において、一定の行政目的を実現するために、企画及び立案をする

行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものを

いう」（２条２項）のであるから、本件基本計画は国土交通大臣という行

政機関が企画・立案する「政策」の一種である。 

同法により、行政機関は、 

  ① 「その所掌に係る政策について適時に、その政策効果を把握し、こ

れを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の

特性に応じて必要な観点から自ら評価する」とともに 

  ② 「その評価の結果を当該政策に適切に反映させる」 

ことが義務付けられている（３条１項）。 

ここで「政策効果」とは、 

「当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連

の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれ

る影響」 

という意味であり（１項カッコ書）、 

その把握の方法については、 

「政策の効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限

り定量的に把握すること」 

が求められている（２項）。 

後者の規定にいう「定量的把握」は、都市計画法 13 条１項 18 号が、

同項各号の都市計画基準を適用するについて「基礎調査の結果」に基づ

くことを求めているのに類似する。 

 

(6) 政策評価法の施行（平成 14 年４月１日）以前の時期に属する横浜地裁

平成 13 年２月 28 日判決（判例地方自治 255 号 54 頁）は、河川管理施

設としての取水堰建設事業の主体となる行政機関が、水需要の予測値と
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実績値が乖離した場合に、「予測値を再検討すべき義務」を負うことを認

めた。 

政策評価法は、特定の事業に限らず、すべての行政機関の政策につき、

その政策効果を随時、実証的に再検討し、その結果を当該政策に反映さ

せることを義務づけたものであるという点において、上記判決の考え方

を普遍的なものに展開したと言える。 

 

(7) 以上の一般的法理に加え、河川法の場合は平成９年の法改正により立

法目的が大幅に修正（「河川環境の整備と保全」を含む総合的管理）され、

これに対応する「河川整備基本方針」と「河川整備計画」の作成が求め

られるところとなった。 

「基本方針」、「整備計画」の作成の準則として同施行令第１０条１号

は、 

「洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項につい

ては、過去の主要な洪水、高潮等及びこれらによる災害の発生の状

況並びに災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の

状況等を総合に考慮すること」 

を挙げている。 

過去の洪水およびそれによる災害の発生状況や原因に関する知見は日

進月歩するものであるから、国土交通大臣が上記考慮事項にかかわる基

礎事実の調査に基づき、基本計画を適時に再検討すべき義務は、平成９

年の法改正後の今日においては特に顕著である。 

 

 

３ 八ッ場ダムによる治水上の利益の欠如と負担金支出命令の違法性  
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(1) 既に述べたとおり、本件基本計画は利根川の八斗島地点における基本

高水流量を毎秒 22,000 ? ／秒と設定している点において非現実的であ

り、カスリーン台風規模の洪水でも同地点の流量は毎秒 16,000 ? ／秒以

下と推定しうるところ、これまでの河道整備事業等の進展により、同地

点の流下能力は既にそれに近い水準に達していて、上流におけるダムを

増設する必要性それ自体がそもそも存在しない。 

(2) また、本件基本計画は八ッ場ダムによる八斗島地点での洪水調節効果

を毎秒 600 ? ／秒と想定しているが、実際には治水上の効果は皆無かま

たは水位差にしてせいぜい３～４㎝程度である。 

(3) 従って、流域の都県が八ッ場ダムの建設によって受ける利益は全くな

い以上、国土交通大臣が関係都県に負担金の支出を求める根拠は客観的

には存在しない。すなわち、負担金にかかわる納付命令は、「地方公共団

体の健全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵」を有しており、地方

公共団体との関係において、相対的に無効と評価すべきものであって、

地方公共団体の執行機関が、漫然とこれに従って支出命令を発すること

は、その誠実義務に違反することになる。 

以上のとおり、本件住民訴訟において問題となっている治水関係の財務

会計行為が違法であることは明らかである。 

以上 

 

 

 


